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朝 日 町 町 民 憲 章
美しい自然をいかし豊かな住みよい町をつくるために、
私たちみんなの手でできた私たちのちかいです。

私たちは　郷土を愛しきれいな町をつくります。
　　　　　水と空気と緑を大事に　生活環境をよくし　公共物を大切に
私たちは　教養を高め心ゆたかな町をつくります。
　　　　　よく学び　スポーツと芸術を愛し　よい伝統と文化財を大切に
私たちは　仕事にはげみ活気ある町をつくります。
　　　　　働くことにほこりを持ち　創意と健康につとめ　産業のさかえる町に
私たちは　きまりを守り平和な町をつくります。
　　　　　時間と約束を守り　生活のむだをはぶき　事故や災害のない町に
私たちは　互いに助けあいあたたかい町をつくります。
　　　　　相手の身になり親切をつくし　年よりや子どもをいたわり　家庭を大切に

昭和50年11月３日制定　　

「生涯教育・学習の町あさひ」宣言

私たちは、美しい自然とあたたかい人情
につつまれたこの町で、蜜のあふれるリ
ンゴのように、芳純な香のワインのよう
に、豊かに、実りある暮らしをめざして
学ぶことを宣言します。

　私たちは
　　生涯　よく学び、道を楽しみ
　　心豊かに生きることをめざします
　私たちは
　　生涯　腕を磨き、技を練り
　　誇り高く生きることをめざします
　私たちは
　　生涯　体を鍛え、よく遊び
　　たくましく生きることをめざします

平成６年３月17日朝日町議会議決　

朝日町学校教育指針

未来に生きる人間性豊かなたくま
しい児童生徒を育てるために、子
どもたちや町の特性を踏まえ、町
民の願いのもとにこれをつくった。

１　�未来を切り拓く創造力と知性を
育てる

２　�豊かな心と労を惜しまない態度
を育てる

３　�スポーツや運動に親しみたくま
しい体を育てる

４　公共心を養い社会力を育てる
５　�家庭愛・郷土愛と国際的視野を
育てる

昭和55年３月制定
平成17年３月改訂



ふるさと朝日町を想い

自信と誇りに満ち

未来を拓く

たくましい人づくり

山形県朝日町教育委員会

第２次
朝日町教育振興計画

基 本 目 標



　平成２３年３月に策定された、第１次朝日町教育振興計画の完了年度を迎え、この度、

第２次朝日町教育振興計画を策定いたしました。折りしも、今年度は第６次朝日町総合

発展計画の策定年度でもあり、軌を一にした策定となりました。この教育振興計画は、

前回の計画の成果と課題を受け継ぎ、現状を踏まえながら将来を展望し、今後１０年間の

町の教育を構想するものであります。

　今後の時代を俯瞰すれば、人口減少と高齢化や、グローバル化時代の進展などが予想

されます。そのような時代にあって大事なことは、様々な人間関係をつなぎ、その関係

密度を高めていくことではないでしょうか。数は少なくとも、きらりとひかる学校や地

域をつくることが大事であります。そのために、平成３０年度より朝日町コミュニティ・

スクールを導入し、地域がこぞって学校を支援することにより、活気ある学校と地域づ

くりを目指します。そして、未来を担う朝日町の元気溢れる子ども達を町民みんなの手

で育てるよう、町民の皆様とともに力を合わせてまいります。

　また、生涯学習にあっては、公民館活動が重要であります。そして、若い人から年配

の方まで老若男女だれもが、それぞれの道を楽しめるような環境づくりが大事でありま

す。そのためには、町立公民館と自治公民館とのより一層の連携と協働が必要でありま

す。加えて、公民館活動とコミュニティ・スクールとの連携を図りながら、生涯学習と

スポーツの充実を目指してまいります。

　結びになりますが、この教育振興計画の策定のために、鋭意ご尽力をいただきました

策定委員の皆様と関係各位に、深甚なる感謝と御礼を申し上げ挨拶といたします。

　　平成３０年３月

� 朝日町教育委員会教育長　小　林　道　和　

は　じ　め　に



　平成29年1月27日に、朝日町教育委員会より諮問を受けて以来、1年有余の時間をかけ
て「第２次朝日町教育振興計画」（以下、本計画）の成案づくりに取り組み、終始一貫
して、幼児・児童・生徒をはじめとしてすべての住民が、「ふるさと朝日町を想い　自
信と誇りに満ち　未来を拓くたくましい人」となることを願い、策定作業を進めてまい
りました。
　その間、９回に及ぶ策定委員会において、委員各位の活発な議論と真摯な提言をいた
だき、今後、朝日町の教育が目指す「朝日町らしい」教育の輪郭が見えてきました。ま
た、町内小中学校、教育委員、社会教育委員、町議会議員の方々、町の行政関係者及び
地域住民等のご意見もいただき、現状をしっかり踏まえた上で、諸課題に対する対策案
を協議し、具体的な施策等まで提示することができました。　
　本計画の策定にあたっては、最初の段階から、現代社会の状況をしっかり見据え、国
や県の教育の方向を認識しながらも、「朝日町らしさ」を根底に置いた教育ビジョンを
つくりたいという共通の思いがありました。その思いが強く表れているのが基本方針１
「家庭・地域・学校が協働し、きらりとひかる学校・地域づくりを推進する」でありま
す。主要施策として、「朝日町コミュニティ・スクールの推進」「保小中の連携・一貫の
推進と交流促進」「ふるさと朝日町への愛情を育む教育の推進」等示されています。一
つ一つの主要施策について、「何をしていくか」という具体的な取組みを考え、実行し
ていくことは勿論ですが、同時に、コミュニティ・スクール、保小中の連携・一貫教育、
郷土愛の育成が「なぜ、必要なのか」を、教育関係者のみならず地域住民一人ひとりが
問い続けていくことが大切です。
　少子化が激しく進行する状況や、社会経済の変動に伴う財政事情の厳しさなど、直面
する課題は山積みしていますが、朝日町のみなさんが本来持っている英知や底力などを
発揮し、基本目標を達成してくれるものと信じています。
　最後に、本計画策定にあたり、策定委員各位、朝日町教育委員会事務局の皆様のご努
力の賜と衷心より感謝しております。本計画が、魅力ある朝日町を実現させるための礎
となることを念願し、挨拶といたします。

　　平成30年３月
　　　　　　　　　朝日町教育振興計画策定委員会委員長
� 山形大学大学院教育実践研究科　准教授　中　井　義　時　

第 2次朝日町教育振興計画の
策定にあたって
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総　論第１章
計画策定の趣旨１

　全国的に、急速な少子高齢化に伴う人口減少、地域コミュニティの弱体化、社会における
情報化やグローバル化の動きなどに起因して、教育をめぐる環境も大きく変化しています。
また、学校においては不登校やいじめ問題、地域においては家庭の教育力の低下や教育を支
えてきた地域活動団体の高齢化など、たくさんの課題が見えてきています。
　このような状況の中、国においては、平成29年３月に学習指導要領の改訂が行われ、更に、
平成30年度から５年間に実施すべき教育上の方策を盛り込んだ、第３期教育振興基本計画の
策定が行われております。また、山形県においては、平成27年度を初年度とする第６次山形
県教育振興計画が、『人間力に溢れ、山形の未来を拓く人づくり』を基本目標に策定されま
した。
　本町においては、昭和55年３月に朝日町学校教育指針（平
成17年３月改訂）を制定し、学校教育を進めてきました。
また、昭和62年より全国に先駆けて生涯学習に取り組み、
平成６年３月17日には、「生涯教育・学習の町あさひ」宣言
が町議会において議決され、積極的に生涯学習を推進して
きました。さらに、平成23年度を初年度とする第１次朝日
町教育振興計画が策定され、本町の教育を支えてきました。
　このような状況を踏まえ、平成30年３月策定の第６次朝日町総合発展計画と整合性を図り
ながら、現状と課題を明確にし、学校教育と生涯学習の主体性を尊重しつつ、相互の関連性
を深めながら、長期的展望に立った朝日町らしい教育振興の実行可能な具体策をつくること
を基本としています。

計画の位置づけ２

　この計画は、朝日町教育行政全般の施策の展開を示すものであり、その施策の展開にあたっ
ては、「第６次朝日町総合発展計画」との整合性を図り、国及び県の方針に沿い、実現を目
指すものです。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝日町町民憲章朝日町町民憲章 

第６次朝日町総合発展計画 

 
  

 

朝日町教育大綱  
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計画の期間３

　この計画の期間は、2018年度からおおむ
ね10年間とします。
　　2022年度に計画の中間見直しを行います。

計画の策定４

（１�）教育委員会から諮問を受けた、策定委
員会が策定にあたる。

（２�）策定委員会の事務局は、教育委員会事務局からなる教育振興計画策定部会が担う。
（３�）策定委員会で作成した原案は、町議会、町課長会、町校長会、町PTA連合会等関係
部署や関係団体にも提示し、意見をいただき調整する。

（４）朝日町総合教育会議においても原案について協議を行う。
（５）パブリックコメントを実施し、町民の意見を取り入れる。
（６）策定委員会から教育委員会へ答申を行い、教育委員会にて決定する。

朝日町教育振興計画策定委員会 朝日町 
総合教育会議  

朝日町教育振興計画策定部会 

  

 
部会長 教育長
部　員 教育文化課職員（西部・北部公民館

職員含む）、町史編さん専門員
 

朝 日 町 議 会 

 朝日町社会教育委員会
各公民館運営審議会 朝日町課長会 

 朝日町教育委員会
（教育長・教育委員）

 

   
  
  

事務局会議
事務局長 教育文化課長
事務局次長 主幹兼指導主事
事務局員 補佐・主査・係長級全員  

朝日町校長会 朝日町 PTA連合会

計画の進行管理５

（１）計画の進行管理は、主要な施策の評価などを通じて行います。
（２�）評価に際しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に規定する「教育
に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」に基づき、教育に関し学識経験を
有する者の知見を活用するとともに、評価の結果を公表します。

策定に係る組織体制

総　論 第 １ 章
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朝日町の教育の現状と課題

１　�第１次朝日町教育振興計画の成果

２　�第１次朝日町教育振興計画から引き
継ぐ課題

３　�朝日町の教育を取り巻く今後の課題

４　�今後の学校の在り方について

第２章

5



朝日町の教育の現状と課題第２章
第１次朝日町教育振興計画の成果１

　第１次朝日町教育振興計画については、平成22年度に策定し、平成26年度に中間見直しを
行い、平成29年度に目標年度を迎えましたが、その間、様々な施策を展開する中で次のよう
な成果が見られました。

　（１）【基本目標１】未来を切り拓く朝日っ子の育成について
・�全国学力・学習状況調査や県学力等調査などの結果を分析し、日々の授業改善に取り組
み、「見える学力」へ挑戦することで、学力向上につながっています。
・�学習生活指導員等の配置を行い、個々の特徴に応じた授業の支援や特別支援教育の充実
を図っています。
・�保小中での継続的な英語学習、異文化体験、中学生の海外派遣などにより、国際理解教
育が進んでいます。
・�要保護・準要保護児童生徒等への支援や町奨学金制度など、就学に対する様々な支援に
より、保護者の負担軽減につなげています。
・�子ども読書活動推進計画を策定し、読書活動推進員を配置するなどの取組みにより、子
どもたちの読書への意欲が向上しています。
・�地域の人材、素材等を活用しての郷土学習が積極的に行われて、着実に郷土愛の醸成に
つながっています。

　（２）【基本目標２】潤いのある生活を築く学習の推進について
・�町内３つの小学校での放課後子ども教室の実施等、地域の協力で安全な居場所が確保さ
れています。
・関係機関の連携によって青少年健全育成が推進されています。
・�ＮＥＷアクション事業などを活用し、様々な視点から活動に取り組む団体が増え、継続
した支援の結果から、近年では独り立ちして活動する団体も出てきています。
・�芸術文化、生涯学習団体に対して、学習成果を発表する場を提供することにより、芸術
文化や生涯学習の振興につなげています。
・�地域の方々の協力によって、文化財等の保護、
芸術文化活動の推進が図られています。
・�町として自治公民館の活動を支援することに
より、自主的な活動が活発に行われています。
・�「朝日ふれあいスポーツクラブ」や関係機関と
連携しながら、生涯スポーツの推進が図られ
ています。

　（３）【基本目標３】充実した教育行政の推進について
・毎年、外部委員による事務事業点検評価を行い、効率的な事務の執行に取り組んでいます。

朝日町の教育の現状と課題第 ２ 章
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第１次朝日町教育振興計画から引き継ぐ課題２

　第１次教育振興計画では多くの成果を上げましたが、今後に引き継いでいく課題として、
次のようなことがあります。

　（１）保小中連携のより一層の推進で、スムーズな接続と学びの連続性の充実
　（２）家庭、地域の教育力向上のための手立ての充実
　（３）いじめや不登校など生徒指導における諸問題への対応
　（４）社会教育団体、生涯学習団体への効果的な支援と生涯学習体制の整備
　（５）文化財等の保存と積極的な活用の促進
　（６）町民ひとり１スポーツのための取組みの推進

朝日町の教育を取り巻く今後の課題３

　（１）急速な少子高齢化と人口減少への対応
・�少子化により、一定規模の集団での教育活動が制
限され、競争心が希薄になることが懸念されてい
ます。
・�若年層の減少に伴い、地域コミュニティの衰退が
進み、地域の文化等の継承が困難になっています。

　（２）社会のグローバル化、情報化への対応
・�グローバル化が進む社会や経済に対応できる英語教育、国際理解教育の充実が求められ
ています。
・�情報化社会の進歩に伴い、ＩＣT機器を活用した学習の充実、情報モラル教育、プログ
ラミング教育等の推進が必要となってきます。

　（３）学習指導要領（平成29年３月公示）への対応
・「社会に開かれた教育課程」の実現。
・「主体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニング）の実現。
・�「資質・能力」の三つの柱（①何を理解しているか、何ができるか　②理解していること・
できることをどう使うか　③どのように社会・世界と関わり、より良い人生を送るか）
の育成。
・外国語教育、道徳教育の充実。

今後の学校の在り方について４

　町内の学校の在り方については、様々な意見がありますが、今後の小学校就学年齢人口の
動向を見ながら、その方向性を定めるために、教育振興計画の中間見直しに合わせ「学校の
在り方検討委員会（仮称）」を設置し、保護者や地域住民の声を生かしつつ、検討していき
ます。

朝日町の教育の現状と課題 第 ２ 章
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朝日町の教育ビジョン第３章
基本目標１

　第２章に示した本町の教育を取り巻く現状と課題を踏まえ、併せて、今後の予測が難しい
と言われる社会の変化に対応すべく、本計画における基本目標を次のように定めます。

ふるさと朝日町を想い
自信と誇りに満ち

未来を拓く
たくましい人づくり

基本方針２

　この基本目標を実現するために、今後１０年間を見通した朝日町の教育の基本方針として、
次の６つを定めます。

基本方針1 �家庭・地域・学校が協働し、きらりとひかる学校・
地域づくりを推進する

基本方針２ �「いのち」を尊重し、豊かな心とたくましい体を育む

基本方針３ �社会の変化に対応し、未来を拓く確かな力を育成する

基本方針４ 潤いのある生活を楽しむ生涯学習を推進する

基本方針５ 心身の健康を育む生涯スポーツを推進する

基本方針６ 安心安全な教育環境づくりにつとめる

朝日町の教育ビジョン第 ３ 章
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施策の体系３

基本目標 基本方針 主要施策 主な取組み

ふ
る
さ
と
朝
日
町
を
想
い 

自
信
と
誇
り
に
満
ち 
未
来
を
拓
く 

た
く
ま
し
い
人
づ
く
り

1 朝日町コミュニティ・スクールの推進
（家庭・地域・学校・行政の連携強化）

２ ふるさと朝日町への愛情を育む教育の推進

３ 地域の教育力を高める取組みの推進

４ 保小中連携・一貫の推進と交流促進

５ 継続した特別支援教育の充実と推進

６ 家庭教育の充実

７「いのちの教育」の推進

９ たくましい体を育む取組みの推進

８ 豊かな心を育む教育の推進

10 これからの社会を生き抜くための確かな学力の育成

11 グローバル化・情報化に対応した教育の充実

12 キャリア教育の推進

13 教職員研修の充実

14 公民館（地区・自治）活動の一層の充実

15 心豊かに生きるための生涯学習の充実

16 芸術文化活動の推進

17 郷土の宝を大切にする活動の推進

18 団体活動への支援の充実

19 誰もが楽しめるスポーツの推進

20 競技力向上の取組みの推進

21 スポーツを通した地域活性化活動の推進

22 安心して学習できる教育環境の整備

23 信頼される学校・教育行政の推進

学校運営協議会制度の導入
地域学校協働活動の実施
子どもの育ちを支える体制の強化
きらりとひかる（特色ある）学校づくりの推進
多様な体験活動の充実
エコミュージアム等との連携による郷土学習の推進
環境教育の推進
地域活動・ボランティア活動への支援
自治公民館活動への活動支援
町立公民館を核とした地域活動の充実
青少年健全育成のための取組みの推進
目指す「あさひっ子」の姿を共有する取組みの推進
保小中一貫カリキュラムの研究開発
園児・児童・生徒の交流、合同学習の促進
小 1プロブレムや中 1ギャップへの対応
特別支援教育の充実
保小中連携による継続的な支援・指導の充実
教職員の研修の充実
家庭教育の充実、親への学習機会の提供
次代の親としての意識の醸成

自己有用感を育てる「いのちの教育」の推進
道徳教育の充実
いじめ防止に向けた取組みの充実
安心して過ごせる居場所づくり
体験活動の充実、読書活動の推進
芸術文化活動への参加促進、発表の場の提供
健康教育の充実
体力向上に向けた取組みの充実
食育の推進、安全・安心の学校給食の提供

探究型学習の視点からの授業改善の取組み
各種検査・調査の有効活用
個を伸ばすきめ細やかな指導の充実
生活リズムの構築と学ぶ習慣の定着
保小中一貫の外国語活動・外国語教育の推進
国際理解教育の推進
ＩＣＴ教育の推進、情報モラル教育の充実
体系的なキャリア教育の推進
実体験を通した勤労観や職業観の育成
社会的・職業的自立に必要な能力の育成
町教育研究所の研修の充実
学校経営の見直しと研修体制の確立
他機関との連携による教職員の指導力向上

町立公民館を拠点とした学びの充実
自治公民館の活動に対する支援の強化
社会教育・生涯学習関係職員の研修
人生のステージにあった学びの場の創出
町民の声を生かした事業・講座の推進
図書館機能の充実
芸術文化活動団体等への活動支援
町芸術文化祭の開催
創遊館等町有施設の有効活用
文化財の保護と保存・活用
伝統文化等の郷土の宝の保存・伝承
生涯学習団体等への活動支援
ボランティア団体等の育成支援

生涯スポーツの推進と環境整備
健康福祉課との連携による健康運動の普及
競技団体、スポーツ少年団及び部活動への支援
指導者の養成・確保
関係団体との連携による各種大会の開催
本物に触れる機会の創出
ミズノとの連携によるスポーツイベントの開催
スポーツを通した地域交流推進事業の展開

安心して学べる教育環境の整備
子どもたちの安全を守る体制の充実
教育を受ける機会の確保
保護者の負担軽減のための取組み
生涯学習環境及びスポーツ環境の整備
社会に開かれた学校・教育課程の推進
学校職員の資質向上とゆとり創造の推進
教育委員会機能の充実
学校経営及び教育行政の点検・評価

家庭・地域・
学校が協働し、
きらりとひか
る学校・地域
づくりを推進
する

基本方針 1

「いのち」を尊重
し、豊かな心とた
くましい体を育む

基本方針 2

社会の変化に対
応し、未来を拓く
確かな力を育成
する

基本方針 3

潤いのある生活
を楽しむ生涯学
習を推進する

基本方針 4

心身の健康を育
む生涯スポーツ
を推進する

基本方針 5

安心安全な教育
環境づくりにつ
とめる

基本方針 6

朝日町の教育ビジョン 第 ３ 章
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主要施策と主な取組み

基本方針1
　�家庭・地域・学校が協働し、きらりとひかる学校・
地域づくりを推進する

基本方針２
　「いのち」を尊重し、豊かな心とたくましい体を育む

基本方針３
　�社会の変化に対応し、未来を拓く確かな力を育成する

基本方針４
　潤いのある生活を楽しむ生涯学習を推進する

基本方針５
　心身の健康を育む生涯スポーツを推進する

基本方針６
　安心安全な教育環境づくりにつとめる

第 2次朝日町教育振興計画の目標指標

第４章
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主要施策と主な取組み第４章

家庭・地域・学校が協働し、
　きらりとひかる学校・地域づくりを推進する基本方針 1

　これまで朝日町では、家庭・地域が学校を支え、地域社会が一体となって、一人ひとりの
子どもたちの教育に関わり、大きな成果を上げてきました。地域の先生による様々な体験活
動や本物に触れる教育、いつでも声がけできる地域全体で子どもを育てる環境など、これら
のことは朝日町の教育の強みとなっています。
　しかしながら、少子高齢化が進み、地域の活力が衰退する中で、地域に根差した教育活動
を維持していくことが難しくなっています。
　子どもの数が減少するなか、世代間の交流促進や、地域みんなで子どもの教育に関わる体
制の強化は不可欠であり、朝日町らしい、小さくても「きらりとひかる学校」「きらりとひ
かる地域」を実現するためにも、家庭・地域・学校・行政が同じ方向を目指していく必要が
あります。

朝日町コミュニティ・スクールの推進
（家庭・地域・学校・行政の連携強化）

主要施策１

現状と課題

　各学校では、地域の宝（人財、自然、歴史文化等）を生かした特色ある学習・活動が、
総合的な学習の時間や特別活動等において展開されており、地域との関わりが子どもの学
びを深めています。また、子どもたちは地域行事などにも積極的に参加しており、異年齢
の子どもや各世代の地域の人々と多く関わりながら成長しています。
　しかし、学校教育だけで、これ
らの活動を推進していくことは難
しくなってきており、より一層家
庭や地域と連携・協働して、子ど
もたちの学びを支えていくことが
必要となってきています。
　また、関係機関との連携が促進
され、学校と地域のつながりを組
織的なものにするために、学校運
営協議会＊１と地域学校協働活動＊２

を両輪とした新たなシステムをつ
くる必要があります。

主要施策と主な取組み第 ４ 章
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主な取組み

　（１）学校運営協議会制度の導入による学校支援体制の確立
①�　町内全小・中学校に学校運
営協議会を設置し、学校運営
に地域住民が参画できるよう
にします。
②�　学校運営協議会において、
学校の教育目標と経営方針を
共有し、学校と地域住民が協
力しながら子どもたちの成長
を支えます。
③�　テーマを設けた熟議＊３等
を通して、学校をめぐる諸問
題に対して、地域とともに解
決を目指す体制をつくります。

　（２）地域学校協働活動を中心に地域の協力で子どもの学びを支援
①�　地域学校協働活動を実施し、学校運営協議会と連携しながら、具体的な活動・支援を
行います。
②�　地域コーディネーター＊４を配置し、学校と地域の連携強化を図り、情報を発信する
とともに、たくさんの地域住民が学校支援ボランティアとして、学校に足を運べるよう
に人財の発掘、育成に取り組みます。

　（３）地域総ぐるみで子どもたちの育ちを支える体制の強化
①�　地域住民の協力で実施する放課後子ども教室＊５の充実を図り、放課後の子どもの見
守りはもちろんのこと、地域住民を講師にしての体験講座等を実施します。
②�　子どもの登下校を見守る、地域見守り隊の活動など、地域における子どもの見守り活
動を強化し、子どもたちの安全と育ちを支えます。
③�　11月１日の「あさひ教育の日」に合わせ、町民全体での講演会等を実施し、子どもた
ちの育ちを地域総ぐるみで支える体制を確認します。

　（４）家庭・地域との連携強化できらりとひかる学校づくりの推進
①�　学校運営協議会と地域学校協働活動を両輪とし、地域コーディネーターを核とした、
「朝日町コミュニティ・スクール＊６」を推進し、きらりとひかる学校づくりを展開し
ます。
②�　各学校が地域と連携しながら特色ある教育活動を実施し、県内に誇れる学校を目指し
ます。
③�　学校と家庭・地域が課題を共有し、知恵を出し合いながら、朝日町だからできる魅力
ある教育を進めます。

主要施策と主な取組み 第 ４ 章
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＊1 学校運営協議会：
　�保護者や地域住民、校長等から構成されるもので、地域住民がより主体的に学校運営に関わることが
できる仕組み。

＊2 地域学校協働活動：
　�幅広い地域住民等の協力を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核と
した地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動。

＊3 熟議：
　�多くの当事者（保護者、教職員、地域住民等）が集まって、課題について学習・熟慮し、討議をする
ことにより、互いの立場や果たすべき役割への理解が深まるとともに、解決策が洗練され、個々人が
納得して自分の役割を果たすようになるという話合いのプロセスのこと。

＊4 地域コーディネーター：
　�学校教育活動への学校支援ボランティアや教育プログラム等の導入にあたり、学校と関係機関、地域
住民との連絡調整を行うなど、実質的な運営を担う地域人材。

＊5 放課後子ども教室：
　�すべての子どもを対象に、地域の方々の参画を得て、学習や様々な体験・交流活動、スポーツ・文化活動
等の機会を提供する取組み。朝日町では、平日放課後に西五百川小、宮宿小、大谷小にそれぞれ開設して
いる。（文部科学省関連事業）

＊6 朝日町コミュニティ・スクール：
　�学校運営協議会と地域学校協働活動を両輪とし、保小中連携・一貫を軸として進める朝日町独自の
コミュニティ・スクールの形。上の図のような仕組みの中で進めていく。

主要施策と主な取組み第 ４ 章
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ふるさと朝日町への愛情を育む教育の推進主要施策２

現状と課題

　本町には、豊かな自然、先人が築き上げた歴史や文化、そして、教育に対する情熱あふ
れる地域性があり、教育環境に恵まれています。また、地区の祭りや子ども会行事などへ
の、小・中学生の参加率が非常に高くなっています。そして、すべての学校・保育園で、
地域の宝を活用した郷土学習が活発に実践されており、この地域との結びつきが、朝日町
の子どもたちの強みとなっています。
　一時的に朝日町を離れても、故郷を思い出し、ふるさと朝日町を誇りと思えるように、
中学校卒業までにふるさと朝日町のよさを感じることができる学習や体験の機会を、数多
く提供することが大切になります。

主な取組み

　（１）地域の人々とのかかわりの中での多様な体験活動の充実
①�　これまで、地域の協力を得て行ってきた体験活動を再構築し、より一層の充実を図っ
ていきます。
②�　地域コーディネーターが窓口となり、地域との協働による新たな活動にも積極的に取
り組みます。

　（２）エコミュージアム等との連携による郷土学習の推進
①�　専門的な知識や豊富な情報を持つ、ＮPＯ法人朝日町エコミュージアム協会やエコ
ミュージアム案内人の会からの協力を得て、学習が進められるように支援します。
②�　「朝日宝物がたり」やＮPＯ法人エコミュージアム協会作成の「朝日町エコミュージ
アムかるた」を活用して、郷土学習を推進します。
③�　昔語りの会などの、地域で活動する様々な団体との協力により、多様な郷土学習を推
進します。

　（３）環境教育の推進
①�　町内の小学４年生全員を対象として、緑の少年団を組織し、自然に親しみ、緑を守り
育て、ふるさとを大切にする活動を推進します。
②��　世界唯一の空気神社がある朝日町の一員として、空気の恩恵に感謝し、敬愛の心を育みます。
③　各学校におけるエコ活動や環境美化活動、省エネ活動等を推進します。

　（４）地域活動・ボランティア活動への支援
①�　子ども会などの地域活動を推進するために、指導者研修会などを実施し、支援していきます。
②�　各学校及び各種団体における資源回収、ボランティア活動（エコ、福祉等）を支援し
ます。
③�　地域青少年ボランティアサークル「きらり（中学生）」や「ＪＯＫＥＲ（高校生）」の
活動を積極的に支援します。

主要施策と主な取組み 第 ４ 章

17

基
本
方
針
❶



地域の教育力を高める取組みの推進主要施策３

現状と課題

　本町は町立公民館として、中央公民館と３つ（中部・北部・西部）の地区公民館があり、
それらを中心として、それぞれの自治公民館活動が活発に行われ、生涯学習及び地域活動
を支えてきました。その活動の状況は、他の市町村にも誇れるものです。また、青少年の
健全育成のための取組みも、関係機関の連携のもと活発に行われております。
　しかしながら、高齢化や人口減少のため、今後の自治公民館活動の維持が難しくなって
いくと予想されます。さらにコミュニティ・スクールの実施に伴い、地域住民がこれまで
以上に学校の教育活動を支え、子どもたちとの関わりを持つことを求められるようになり
ます。
　そんな中で、本町の特長である自治公民館の活動を維持・向上させるために、町立公民
館における支援体制を整え、地域全体の教育力を高めていくことが、「きらりとひかる地域」
づくりにつながると考えられます。

主な取組み

　（１）自治公民館活動に対する活動支援
①�　公民館長・主事等を対象とした研修の充実を図るとともに、自治公民館研修等共催支
援事業、自治公民館報発行奨励事業を継続し、自治公民館活動の活性化を図ります。
②�　自治公民館整備事業補助金交付規定に基づき、自治公民館の維持・改修等に対して支
援を行います。

　（２）町立公民館を核とした地域活動の充実
①�　関係機関、団体と連携しながら、地域住民に対する学びの機会及び実践の場の提供を
積極的に行います。
②�　町立公民館の職員の研修機会を設け、資質向上を図り、自治公民館活動を支援し、町
立公民館活動の充実を図ります。
③�　青少年、成人、高齢者などライフステージに合わせた学びの機会を提供します。
④�　女性文化教室など、女性が活躍する場の一層の充実を図るとともに、男性対象の取組
みについても検討し、実施を目指します。
⑤�　地域住民が、企画・運営から積極的に参画できるような、新たな学びの場について検
討し、実施を目指します。

　（３）青少年健全育成のための取組みの推進
①�　朝日町青少年育成町民会議、子ども会育成会、各学校PTAなどの関係団体と連携し
て、子どもたちの健全育成を目指した活動の充実を図ります。
②�　地域青少年ボランティアサークル「きらり（中学生）」や「ＪＯＫＥＲ（高校生）」の
活動を積極的に支援します。【再掲２－（４）－③】

主要施策と主な取組み第 ４ 章
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保小中連携・一貫の推進と交流促進主要施策４

現状と課題

　小１プロブレム＊１や
中１ギャップ＊２の解消
のために、幼保小中の
連携が重要とされてい
ますが、本町において
も、保育園１園、小学
校３校、中学校１校の
現体制の中で、平成
26・27年度に、山形県
の幼保小連携推進モデ
ル開発プロジェクト事
業を受けてきました。
また、それを引き継ぐ
形で、平成28年度から
は町教育研究所に保小
中連携推進部会を立ち上げ、保小中連携・一貫について研究してきました。
　子どもの学びの連続性を保証するためにも、また、特別な支援を要する子どもへのサポー
ト体制を強化するためにも、保小中連携・一貫のより一層の充実が求められています。

主な取組み

　（１）目指す「あさひっ子」の姿を家庭・保育園・学校・地域が共有する取組みの推進
①�　目指す「あさひっ子」の姿を共有し、発達段階に応じた目指す姿をもとに、それぞれ
の立場で子どもに接し、地域全体で見守る風土づくりを進めます。

　（２）職員の協働による保小中一貫カリキュラムの研究開発
①�　教職員、保育士の交流を促進し、共通理解のもとで朝日町の子どもたちの成長を支え
ていきます。また、授業参観や情報交換、研修会なども積極的に行っていきます。
②�　小学校教職員と、放課後子ども教室及び放課後児童クラブ＊３の指導者の連携を密に
し、共通理解を図りながら指導に当たります。
③�　外国語活動・外国語教育、生活科・総合的な学習の時間において、保小中一貫カリキュ
ラムを作成しながら、実践していきます。

　（３）園児・児童・生徒の交流と合同学習の促進
①　保育園・小学校・中学校の園児・児童・生徒間の交流活動を積極的に推進します。
②�　３小学校児童による遠足、宿泊学習、修学旅行の合同実施を支援します。

主要施策と主な取組み 第 ４ 章
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　（４）小１プロブレムや中１ギャップへの対応
①�　保育園におけるアプローチカリキュラム＊４と、小学校におけるスタートカリキュラ
ム＊５を充実させます。

②�　保小中のスムーズな接続を図るため、保小連携、小中連携を充実し、子ども一人ひと
りの指導等について、しっかりと引き継ぎを行います。

＊1 小1プロブレム：
　�小学校に入学したばかりの１年生が、学校生活になじめず、集団行動をとれない、授業中に座ってい
られない、話を聞かないなどの状態になり学習や学級運営に支障がある状況。

＊2 中1ギャップ：
　�小学生から中学生になると、教科担任制や部活動が実施され、そうした学習や生活環境の変化になじ
めず、生徒の学習意欲の低下、不登校、問題行動が増加する現象。

＊3 放課後児童クラブ：
　�保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、適切な遊び及び生活の場を提供。いわゆる学童保育
のことで、朝日町には、りんごっこクラブが設置されている。� （厚生労働省関連事業）

＊4 アプローチカリキュラム：
　�幼児期における遊びの中の学びが、小学校の学習や生活に、生きて働くことができるよう工夫された
保育所、幼稚園年長児後半（５歳児９月～３月）のカリキュラム。

＊5 スタートカリキュラム：
　�小学校へ入学した子どもが、幼稚園・保育所・認定こども園などの遊びや生活を通した学びと育ちを
基礎として、主体的に自己を発揮し、新しい学校生活を創り出していくためのカリキュラム。

主要施策と主な取組み第 ４ 章
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継続した特別支援教育の充実と推進主要施策５

現状と課題

　山形県では、平成25年12月に策定した「第２次山形県特別支援教育推進プラン」におい
て、共生社会の形成に向け、特別支援教育が推進されています。
　本町においても、保育園及び各学校において、特別な支援を要する子どもに対して、個
別の教育支援計画や指導計画を作成したり、学習生活指導員を配置したりするなどして、
個に応じた支援・指導を行ってきました。また、町教育研究所及び各学校において、特別
支援教育に関する教職員の研修を積極的に実施し、指導力を高めてきました。
　さらに、平成28年４月より施行された、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律（差別解消法）」により、合理的配慮＊１の提供が義務付けられるなど、特別支援教育
の充実が喫緊の課題となっています。
　また、特別支援学校や特別支援学級に在籍する子どもだけでなく、通常学級に在籍し、
発達障がいなどにより、特別な支援を要する子どもに対する支援・指導を含め、一人ひと
りのニーズに応じた、きめ細やかな対応や支援を行っていくことがさらに必要とされてい
ます。

主な取組み

　（１）特別支援教育の充実
①�　インクルーシブ教育システム＊２の考え方を踏まえた、特別支援教育について、保護
者の理解を促進するため、関係機関と連携して周知・啓発を図ります。
②�　障がいのある児童生徒に対する理解を促進するため、交流及び共同学習を推進します。

　（２）保小中連携による継続的な支援・指導の充実
①�　町教育支援委員会の機能強化を図り、関係機関と連携しながら、特別な支援を要する
子どもを継続的に支援・指導していきます。
②�　個別の教育支援計画、指導計画を作成し、保小間及び小中間での引き継ぎをスムーズ
に行うとともに、校内支援体制を強化し、保護者との連携を図りながら支援・指導を行
います。

　（３）教職員の専門性の向上のための研修の充実
①�　町教育研究所及び各学校・保育園において、特別支援教育に関する研修を充実させる
とともに、県教育委員会などで実施される研修会への参加を促進します。
②�　町特別支援教育アドバイザーを委嘱し、各学校に対する助言や指導を行い、教職員の
専門性向上を図ります。

＊1 合理的配慮：
　�障がいのある人が、日常生活や社会的生活を営むうえで妨げとなる社会的な制度や慣行を取り除くた
めに、状況に応じて行われる配慮。

＊2 インクルーシブ教育システム：
　�共生社会の形成に向けて、障がいのある者と障がいのない者ができるだけ同じ場で共に学ぶ仕組み。
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家庭教育の充実主要施策６

現状と課題

　「家庭教育は教育の原点である。」と言われます。本町においても、各学校や保育園と
協力して、保護者に対して様々な学習機会を設け、家庭の教育力向上に取り組んできまし
た。また、基本的な生活習慣の定着、家庭でのコミュニケーションの向上を図るために、
朝日町PTA連合会などと連携して生活キャンペーンを行い、効果を上げてきました。
　現代社会においては、核家族化の進行により、地域や周りの人々とのつながりが希薄化
するなど、家庭を取り巻く環境が大きく変化し、子育てや家庭教育に、不安や悩みを抱え
る保護者も少なくありません。
　子育てや家庭教育に関する、様々な課題を解決していくためにも、健康福祉課など関係
機関と連携しつつ、家庭の教育力向上に取り組んでいけるように、社会全体で機運を高め
ていくことが大切になってきます。

主な取組み

　（１）教育の原点である家庭教育の充実
①�　目指す「あさひっ子」の姿に、家庭教育の項目を設け、保護者も目指す姿を共有しな
がら、子育てや家庭教育を実践できるようにします。
②�　乳幼児健診の機会に、町立図書館や読み聞かせサークルとの連携で、ブックスタート
事業を継続していきます。これをきっかけに、読育＊を推進します。
③�　町PTA連合会等と連携し、子どもたちの基本的な生活習慣の改善のために、生活キャ
ンペーンの見直しを図ります。また、親子読書についても推進します。
④�　子育てや家庭教育について、気軽に相談できる機会を設定します。
⑤�　子どもの年代に応じた親同士の情報交換や交流の場を設けます。

　（２）子どもの発達に応じた親への学習機会の提供
①�　家庭の教育力向上のために、あさひ保育園における「あさひ家庭教育学級」や、各学
校における「やまがた子育ち講座」等を活用し、保護者の学習機会を提供します。
②�　健康福祉課・子育て支援センターなどと連携して、パパ・ママを対象とした講座を開
き、親としての心構えなどを学べるようにします。
③�　発達障がい等について、保護者の学ぶ機会を提供します。

　（３）次代の親としての意識の醸成
①�　中高生が将来の自分のあり方を考え、将来、親になったときの自覚を育てるために、
子育て支援センターなどと連携して、中学生・高校生を対象としたパパ・ママ体験事業
を実施します。
②　各学校において、発達段階に応じた性といのちの教育の推進を図ります。

＊ 読育（どくいく）：学校と家庭・地域が連携し、社会全体で子どもの読書活動を推進していくこと。
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「いのち」を尊重し、
　　　　　豊かな心とたくましい体を育む基本方針 ２

　これまで朝日町では、学校・家庭・地域が連携し
て、「いのちの教育」を推進してきました。それぞ
れの取組みにより、自他のいのちを大切にする心や、
思いやりの心を育んできました。
　自尊感情や自己有用感の育成については、学校・
家庭・地域それぞれに取り組んできたものの、連携
した取組みはあまり行われてきませんでした。これ
からは、自己有用感の育成のために、学校・家庭・
地域がそれぞれの役割を果たしながら、「いのちの
教育」を推進していくことが必要になってきます。
　豊かな心とたくましい体は、これからの社会を生き抜くための基盤となるものです。これ
までも、地域の協力を得て、様々な体験活動や読書活動及び芸術文化活動などを行い、豊か
な感性を磨いてきました。また、健やかな体を育むために不可欠な、規則正しい生活や食生
活について、家庭と連携しながら推進してきました。
　生涯にわたり健康で豊かに生活を送るためにも、体力の維持向上が大切であり、また、粘
り強く何事にも挑戦する心を育むうえでも、たくましい体をつくることが不可欠となってき
ます。学校のみならず、地域や行政が連携して、運動・スポーツ好きな子どもを育てていく
ことが求められています。

「いのちの教育」の推進主要施策７

現状と課題

　第１次教育振興計画においては、「いのち」をキーワードとして、道徳教育を中心に、
規範意識や道徳心・自尊感情の醸成などに努めてきました。学校だけでなく、家庭や地域
とも連携した「いのち」を大切にする体験活動も積極的に行われ、町全体として「いのち
の教育」の推進に取り組んできました。
　近年、いじめや不登校などが社会問題化し、この問題への対応は学校における最重要課
題の１つになっています。平成25年６月にいじめ防止対策推進法が制定され、また、平成
29年３月には「いじめの防止等のための基本的な方針」が改定され、いじめの重大事態の
調査に関するガイドラインなども示されています。町教育委員会及び各学校においても、
「いじめ防止基本方針」を策定し、子どもに寄り添う指導が行われております。また、平
成30年度から「特別の教科　道徳」が新設され、「考え、議論する道徳」を目指し、道徳
教育の充実も求められています。
　このような状況の中で、自己有用感の育成のために学校・家庭・地域が連携して、「い
のちの教育」を推進していくことはより一層大切になってきます。
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主な取組み

　（１）自己有用感を育てる「いのちの教育」の推進
①�　家庭・学校・地域が一体となって、子どもの発達段階に応じた、「いのちの教育」を
推進します。
②�　「いのち」の大切さや生き方をテーマにした学習の機会や、保護者と一緒に考える場
を設けます。
③�　毎月第３日曜日「家庭の日」の具体的な取組みとして、家庭における親子の触れ合い
やコミュニケーションの大切さについて、関係機関と連携して啓発します。
④�　子どもが「自分は愛されている、大切にされている」ことを、体感できるような子育
てになるよう、家庭教育の大切さを学ぶ機会を提供します。
⑤�　家庭・学校・地域がそれぞれ役割を分担し、日々の生活の中で、「人の役に立てた」
という自信や、「人から必要とされている」という喜びを共感し合える取組みを進めます。

　（２）道徳教育の充実
①�　新設になる「特別の教科　道徳」を中心に、学校教育活動全体
を通した道徳教育を推進します。
②�　朝日町の礎をつくった先人の苦労や努力、その生き方に学び、
思いやりの心を醸成するために、郷土資料『郷土に生きる君たち
へ』（著：安藤昭郎氏）などを活用します。

　（３）いじめ防止に向けた取組みの充実
①�　町教育委員会及び各学校において策定した、「いじめ防止基本
方針」に沿って、いじめの未然防止、早期発見に力を入れていきます。また、「いじめ
防止基本方針」を実効性のあるものにするために、不断の見直しを行うとともに、保護
者等との共有を図ります。
②�　学級会・児童会・生徒会における自治的な活動を通し、みんなで決めた約束はみんな
が守るなどの取組みによって、いじめの未然防止につなげます。
③�　学校・家庭・地域の連携・協力によって早期発見に努め、関係機関と連携してその解
消に努めます。

　（４）安心して過ごせる居場所づくり
①�　スクールカウンセラー等を活用して、不安を抱える児童生徒及び保護者への支援を行います。
②�　Ｑ－Ｕアンケート＊を実施し、各学級における結果分析を活用し、望ましい人間関係
になるよう、適切に支援していきます。
③�　児童生徒の変化に対応できるように、組織的・計画的な生徒指導・教育相談体制を構
築します。
④　関係機関との連携を密にし、児童生徒の健全育成を推進します。

＊ Q-U アンケート：�楽しい学校生活を送るためのアンケートで、不登校やいじめの防止、あたたかな
人間関係づくりに活用します。
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豊かな心を育む教育の推進主要施策８

現状と課題

　朝日町の子どもたちは、恵まれた環境の中で、自然と触れ合い、地域の人々と関わりな
がら、豊かな感受性を身につけてきました。朝日連峰や最上川に代表される、豊かな自然
を生かした様々な体験活動、地域の人々の協力による読書活動の推進や、伝統文化の継承
などを通して、豊かな感性を育んできました。
　これから予想される困難な社会を生き抜くために、本物体験や読書活動などを充実させ
ることにより、表現力や思考力を高め、創造力を豊かにするとともに、思いやりの心を育
み、社会性や協調性を育成していくことが必要になってきます。

主な取組み

　（１）体験活動の充実
①�　学校・家庭・地域が連携して、多様で直接的な体験活動の充実を図り、子どもたちの
豊かな感性を磨くとともに、異年齢集団の交流を促進します。
②�　地域における様々な体験活動について、地域コーディネーターを中心に情報提供を行
い、子どもたちの積極的な参加を促進します。また、朝日町らしい体験活動（りんご学
習や朝日登山、スキーなど）を奨励し、支援していきます。

　（２）心の栄養となる読書活動の推進
①�　「子どもの読書活動推進計画」に基づき、親子読書、読み聞かせボランティア、町立図書
館や学校図書館の活用など、家庭・地域・学校を通じた社会全体で読書活動を推進します。
②�　読書活動推進員２名体制を継続し、学校における読書活動の推進と学校図書館の充実
を図ります。
③�　町立図書館及び学校図書館における児童書等の充実を図るとともに、読書に親しむ機
会を提供します。
④�　小学校では、宗生文庫基金＊（故阿部宗一郎氏寄贈）を有効に活用し、子どもたちが
本を選ぶ楽しさ、読む面白さ、友だちに紹介するうれしさを実感することができるよう
にします。

　（３）芸術文化活動への参加促進及び発表の場の提供
①�　小中学生を対象とした「ひめさゆり俳句大会」を継続し、子どもたちの俳句を詠む感
性を育てます。
②�　関係機関と連携して、子どもたちが質の高い演劇や音楽、文化に触れる機会を提供します。
③�　町芸術文化祭への参加や、創遊館ギャラリー等での作品展示など、子どもたちの芸術
活動を町民に発信します。

＊ 宗生文庫基金：�町内のすべての小学生が、１年に１冊自分の好きな本を購入することを目的として、
故阿部宗一郎氏が寄贈くださった基金。なお、中学校には中学生の時は様々なこと
を考えてほしいとの願いから、「考える人」の銅像が贈られています。
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たくましい体を育む取組みの推進主要施策９

現状と課題

　健康でたくましい体は、生涯にわたって豊かで活力ある生活を送るための基本となりま
す。そのためにも、児童生徒一人ひとりが心身の健康の保持増進を図るための、資質や能
力を身につけるようにすることが大切になってきます。
　朝日町においては、これまでも、健康教育や食育及び体育の振興などに力を入れ、子ど
もたちの健やかでたくましい体の育成に取り組んできました。
　近年においては、子どもたちの生活の変化、朝食の欠食、体力の低下などが課題となっ
ております。これらの課題を解決するためには、これまで以上に家庭・学校・地域がより
密接に連携し、それぞれの役割を果たしながら社会全体で取り組んでいく必要があります。

主な取組み

　（１）健康教育の充実
①�　各学校の学校保健委員会を活用し、学校と
家庭・地域が連携して、児童生徒の健康を保
持・増進するための取組みを行います。
②�　性教育、飲酒・喫煙・薬物乱用防止教育な
どについて、関係機関と連携し、外部講師を
活用するなどの教育活動を推進します。
③�　自分の体や感情について理解し、自らコントロールできるスキルを習得するための教
育活動を取り入れるなど、生涯にわたり心身ともに健康に生活できるようにします。

　（２）子どもの体力向上に向けた取組みの充実
①�　教職員の指導力の向上を図るとともに、外部人材を活用するなど体育授業の充実を図
ります。また、各学校の特色ある取組みを推進していきます。
②�　家庭・地域と連携しながら、幼児期からの運動機会の拡大を図るとともに、楽しさや
達成感を実感しながら運動できるようにしていきます。

　（３）家庭と学校が連携した食育の推進
①　家庭と学校が連携して、食の大切さ、食に感謝する心を育成します。
②�　PTA母親委員会などと連携し、食育に関する研修会を行うなど、食の重要性を子ど
もたちに伝えていきます。

　（４）安全・安心でバランスの取れた学校給食の提供
①�　地産地消を推進し、安全・安心な食材の確保とともに、朝日町らしい給食を提供し、
郷土食についての理解を深めていきます。
②�　調理師等の定期的な研修を行い、アレルギーなどへの対応、新メニューの開発などに
取り組んでいきます。
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社会の変化に対応し、
　　　　　未来を拓く確かな力を育成する基本方針 ３

　これからの社会は、ますますグローバル化や情報化が進み、その中で生きていくには、社
会環境の変化に柔軟に対応する力、様々な考えを持つ人々と関わる力、たくましく生き抜く
力が必要になってきます。その基盤となるものが確かな学力です。
　平成29年３月31日に公示された新学習指導要領において、育成すべき資質・能力について、
次の３つが明示されました。①個別の知識・技能（何を理解している、何ができるか）、②
思考力・判断力・表現力等（理解していること・できることをどう使うか）、③学びに向か
う力・人間性（どのように社会・世界と関わり、より良い人生を送るか）。これらの資質・
能力を育むための、「主体的・対話的で深い学び」をキーワードにした授業改善の取組みが
求められています。これらは、山形県教育委員会が推進する探究型学習＊と同じ方向性のも
のです。さらに、小学校中学年での「外国語活動」、高学年での「外国語科」など、新たに
盛り込まれた内容にも対応していくことが求められています。
　10年後には、現在ある職業の約半分がなくなり、AＩやロボットなどにとってかわられる
とも言われています。今後の予想すら難しい時代を、自ら身につけた力で乗り切れる人間の
育成が求められています。学校を核として、家庭・地域・行政が一体となって、子どもたち
の確かな力を身につけさせていく必要があります。

これからの社会を生き抜くための確かな学力の育成主要施策10

現状と課題

　各学校の実態に合わせて、研究テーマを設定し、学校研究を中心として、授業改善に取
り組んできました。特に、子どもたちの学び合い、関わり合いを大切にした授業を進め、
評価を得てきました。また、山形県教育委員会が推進する、探究型学習を取り入れた授業
づくりについても、積極的に研究を進めています。さらに、改訂された学習指導要領に対
する、様々な対応も求められています。
　本町では、確かな学力の向上を目指し、「見える学力への挑戦」として、具体的な目標
指標を設定し、様々な取組みを実施してきました。その結果、教研式標準学力検査（ＮＲT）、
教研式目標基準準拠標準学力検査（ＣＲT）、全国学力・学習状況調査などにおいて、多
くの学年、教科で良好な結果となっています。
　家庭学習については、学習時間や学習方法などに課題が見られますが、PTAと連携し
た生活キャンペーンや、家庭学習の手引の発行などにより、学習時間等の状況も少しずつ
改善されてきています。
　変化の激しい社会をたくましく生き抜くためには、自ら考え、主体的に判断する力、柔
軟に対応する力が不可欠であり、その基盤としての確かな学力を育成することが求められ
ています。
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主な取組み

　（１）探究型学習の視点からの授業改善の取組み
①�　子どもたちが基礎的・基本的な知識・技能を習得し、それらを活用して新たな課題を
見つけ、主体的・対話的に考えて解決していく力を育成するために探究型学習を推進し
ます。
②�　各学校における学校研究の中で、授業研究会を中心にしながら、日常的に授業改善を
進めます。

　（２）確かな学力を検証するための各種検査・調査の有効活用
①�　一人ひとりの実態の把握と学力向上を図るため、公費負担で知能検査や学力テスト
（ＮＲT、ＣＲT）を継続して実施します。
②�　「見える学力への挑戦」を継続し、具体的な目標指標を設定し、全国学力・学習状況
調査及び県学力等調査等に取り組んでいきます。
③�　各種検査・調査の結果を分析し、指導方法の改善や家庭学習の充実につなげます。

　（３）個々の能力を伸ばすためのきめ細やかな指導の充実
①�　小規模校の良さ（発言機会が多い、教師と関わる時間が長いなど）を十分に生かし、
個に応じた指導の充実を図ります。
②�　複式学級における学習指導の向上を目指し、外部講師を招聘しての研修会を積極的に
実施します。
③　学習生活指導員の配置を継続し、学習が遅れがちな子どもに対して支援していきます。
④�　中学生の高校受験対策として様々な学びの機会を設け、学ぶ意欲のある生徒の支援を
行います。

　（４）生活リズムを構築し、学ぶ習慣を身につける取組みの推進
①�　PTAと連携した生活キャン
ペーンの充実を図り、「早ね」「早
起き」「朝ごはん」を徹底し、生
活リズムの習慣化を図ります。
②�　家庭学習の手引を提示し、保
護者の協力を得ながら、家庭学
習の充実を図ります。
③�　３小学校で実施している放課
後子ども教室と連携し、家庭学習の習慣をつける取組みを行います。
④�　地域人材を活用し、中学生等を対象とした「あさひ地域未来塾」を実施し、長期休業
中、受験期等の家庭学習習慣の定着を図ります。

＊ 探究型学習：�基礎的・基本的な知識・技能の習得とそれらの活用を基盤として、児童生徒が自ら課
題を見つけ、自ら考え主体的に解決していく力を育成するための学習。山形県教育委
員会が平成27年度から推進している。
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グローバル化・情報化に対応した教育の充実主要施策11

現状と課題

　グローバル化が進む社会において、国際社会で生き抜くためのスキルを身につけること
が大切になってきます。また、様々な人々と関わるための、コミュニケーション能力も重
要になってきます。
　本町では町独自に、AＬT（外国語指導助手）を採用し、保育園、小学校、中学校にお
ける、外国語活動及び外国語教育を推進してきました。また、国際理解教育を進めるため
に、子ども向けイベントを開催したり、平成28年度からは中学生海外派遣事業をスタート
させたりしました。
　情報化社会は急激に進展し、パソコンやスマートフォン等の携帯端末が、生活の一部と
なりました。そのような中で、情報活用能力の育成は、これからの社会を生き抜く力の、
重要な要素となっております。学校ではＩＣT＊環境の整備を促進するとともに、教育の
ＩＣT活用指導力の向上や、情報モラル教育の充実を図る必要があります。

主な取組み
　（１）保小中一貫の外国語活動・外国語教育の推進
①�　町独自採用のAＬTの雇用に加え、AＬT等の増員を検討するなど、保育園、小・中
学校における外国語活動・外国語教育の充実を図ります。
②�　外国語活動や外国語教育の、保小中12年間を見据えたカリキュラムを作成し、外国語
の指導力向上のための研修を実施します。
③�　実用英語検定取得のため、外部人材を活用した学習会を実施し、合格率の向上を目指します。

　（２）国際理解教育の推進
①�　中学生海外派遣事業を継続し、異文化理解を進め、自国文化を発信するとともに、優
れた国際感覚を養います。
②　関係機関と協力して、積極的に海外からの交流事業を受け入れていきます。
③　国際理解に関する活動の拡充を図り、低学年からの異文化の理解を図ります。

　（３）ＩＣＴ教育の充実
①�　各学校に、タブレットや電子黒板等のＩＣT機器を計画的に導入し、ＩＣT教育の環
境整備を進めます。
②　職員研修を定期的に行い、ＩＣT教育の一層の充実を図ります。

　（４）情報モラル教育の充実
①�　児童会や生徒会などの、いじめ防止の取組みとも連動させながら、小中が連携して、
情報モラル教育の推進を図ります。
②　関係機関やPTAと連携し、保護者に対する情報モラルの周知・啓発を行います。

＊ ICT：Information�and�Communication�Technology の略。情報や通信に関する技術の総称。

主要施策と主な取組み第 ４ 章

30

基
本
方
針
❸



キャリア教育の推進主要施策12

現状と課題

　各学校では、地域や関係機関の協力を得て、体験的な学習活動を積極的に取り入れてき
ました。それらの活動を通して、地域のすばらしさ、先人たちの苦労や知恵など、たくさ
んの郷土のよさに気付くとともに、その生き方についても学んできました。
　中学校では、町内の事業所等の協力を得て、職場体験学習や職業講話を実施し、子ども
たちは働くことの意義などを実感できています。
　子どもたちが、将来、職業を通じて、社会の一員と
して役割を果たすことの意義を理解し、社会的自立に
向けて、必要となる能力や態度を身につけることがで
きるように、系統的なキャリア教育を推進します。
　また、キャリア教育を通して、朝日町の産業につい
ての理解を深め、将来、朝日町を支える人材の育成に
もつなげることが大切になってきます。

主な取組み

　（１）体系的なキャリア教育の推進
①�　小・中学校における、キャリア教育の目標や活動内容等について、発達段階に応じた
教育を計画的に進めていきます。
②�　関係機関と連携を取りながら、地域や学校の特色を生かした、実体験を伴ったキャリ
ア教育を推進していきます。
③�　進学や就職、その先の生き方教育についても系統的に進めていきます。

　（２）実体験を通し、社会的自立に向けた勤労観や職業観の育成
①�　生活科や総合的な学習の時間等において、本町の主要産業である農業（米やりんごの
栽培など）の実践的な学習活動を継続します。
②�　勤労観や職業観を育てる、中学校の職場体験学習は、事前・事後学習を大切に扱いな
がら継続します。

　（３）社会的・職業的自立のために必要な能力の育成
①�　学校における様々な教育活動を通して、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択す
る能力や態度を育成します。
②�　生きる力の育成や、他者と協働しながら価値の創造に挑み、未来を切り拓いていく力
の育成のために「起業家教育＊」を実践します。

＊ 起業家教育：�起業家精神（チャレンジ精神、創造性、探究心等）と起業家的資質・能力（情報収集・
分析力、判断力、実行力、リーダーシップ、コミュニケーション力等）を有する人材
を育成する教育。
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教職員研修の充実主要施策13

現状と課題

　教職員の資質の向上は、学校教育の充実を図る上で不可欠なものです。各学校において
は、授業研究、特別支援教育、生徒指導など、様々な研修を実施して、研鑽を積んでいる
ところです。しかし、教育課題が多様化・高度化しているとともに、教職員の年齢構成の
不均衡などもみられることから、ＯＪT＊の充実や、外部人材を積極的に招いての研修な
どが必要になってきます。
　本町では朝日町教育研究所を中心に、今日的な課題に対応すべく、様々な研修機会を提
供し、教職員の資質の向上に努めるとともに、研究指定校を委嘱し、その成果を共有して
きました。また、本町の特長である学社連携の部会として、子育て・生徒指導部会や保小
中連携推進部会を設け、関係機関との連携を密にしながら研修を推進してきました。
　様々な教育課題に対応するために、各学校の校内研修の充実を図るとともに、町教育研
究所機能の更なる充実を図ることが求められています。

主な取組み
　（１）町教育研究所の更なる充実
①�　町教育研究所の事業を教職員の貴重な研修の機会ととらえ、より効果的な研修体制と
なるように、組織改編を柔軟に行うとともに、今日的課題に応じた、資質向上につなが
る研修を実施します。
②�　生徒指導など、専門的な知識や技能を身につけるための研修を充実し、指導力の向上
を図ります。
③�　町教育委員会委嘱研究（２年間）を継続し、各学校の特色を生かした研究を進めると
ともに、町内外の学校へ積極的に発信します
④�　子育て・生徒指導部会、保小中連携推進部会を継続設置するとともに、社会教育関係
団体や健康福祉課などとも連携しながら、研修を行います。
⑤�　郷土学習の一層の推進のために、教職員の町めぐり研修を継続します。

　（２）学校経営の見直しと研修体制の確立
①�　校長のマネジメントのもと、学校運営協議会での協議も踏まえながら、学校の実情や
特色に応じた学校経営の見直しを図り、教職員が充実した研修のできる環境を整えます。
②�　教職員個々の資質・能力を活用しながら、協働による同僚性を高めることのできる
ＯＪTを推進します。

　（３）県教育委員会等との連携による教職員の指導力向上
①�　村山教育事務所や県教育センター等の指導主事、大学教授などによる指導の機会を積
極的に設けて、教職員の指導力向上につなげます。
②�　県教育委員会及び外部教育機関の、研修の情報を各学校に提供し、教職員の積極的な
参加を推奨します。

＊ OJT：On-the-Job�Training の略。仕事の現場で、業務に必要な知識や技術を習得させる研修。
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潤いのある生活を楽しむ生涯学習を推進する基本方針 ４

　本町には、宮宿地区に町立図書館・中央公民館・中部公民館を併設した朝日町エコミュー
ジアムコアセンター創遊館があり、西部地区には西部公民館、北部地区には北部公民館があ
り、それぞれが社会教育・生涯学習の拠点となっています。
　また、各集落にある自治公民館も、地域住民の生涯学習の拠点であり、地域自治活動の要
となっており、独自性を生かした自治公民館活動が積極的に行われています。
　しかしながら、人口減少や高齢化の進展により、自治公民館の活動が少なくなり、コミュ
ニティの維持そのものが危ぶまれる地域も見られるようになってきており、地域活動を支え
る公民館への支援は不可欠になってきています。
　また、一人ひとりが潤いのある生活を楽しむための学びを充実させるとともに、併せて、
よりよい地域をつくるための学びについても充実を図り、個人の要望と社会の要請に応える、
バランスの取れた生涯学習の推進を図る必要があります。
　生涯にわたって、いくつになっても学び続けることが、潤いのある生活を生み出す基盤と
なることから、誰もが気軽に学びに向き合えるように、環境を整備していくことが大切になっ
てきます。

公民館（地区・自治）活動の一層の充実主要施策14

現状と課題

　本町の地区公民館及び自治公民館は、地域
住民の生涯学習の拠点として、時代の変化に
対応した様々な学習の機会を提供してきまし
た。その内容は多岐にわたっており、町民の
意識の高さを感じることができます。また、
地域それぞれが独自に発行している自治公民
館報のレベルの高さは、内容・構成ともに他
市町村に誇れるものがあります。
　しかしながら、人口減少や少子高齢化の影
響もあり、年々、公民館に集う機会や人数が
減り、自治公民館によっては、その運営自体に支障をきたす状況になっている所も見られ
ます。
　生涯学習及び地域活動の拠点となっているそれぞれの公民館に対して、ソフトとハード
両面からの支援を強化していくことは、地域コミュニティの活性化の観点からも重要であ
ると考えられます。
　今後は、学習者が生涯学習の場で学んだことや成果を地域に還元し、地域の課題解決や
地域づくり、次世代の育成などに貢献できるようにすることも大切になってきます。

主要施策と主な取組み第 ４ 章
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主な取組み

　（１）町立公民館等を拠点とした学びの充実
①�　これまで公民館が培ってきた学習を支える環境、公民館独自の風土や特長を生かし、
町民の学びの場となる施設や機能の充実を図ります。
②�　関係機関、団体と連携しながら、地域住民に対する学ぶ機会や実践の場の提供を積極
的に行います。【再掲３－（２）－①】
③�　学ぶ機会に対する町民の期待や要望などが、事業に反映できる体制づくりを進めます。
④　町立公民館運営審議会の機能を強化し、町立公民館活動の更なる充実を図ります。

　（２）自治公民館の活動に対する支援の強化
①�　自治公民館の自主性を尊重しながら、活動や事業を応援する仕組みづくりを進めます。
特に、自治公民館が町立公民館との連携により、地域の課題を解決できる仕組みをつく
ります。
②�　公民館長・主事等を対象とした研修の充実を図るとともに、自治公民館研修等共催支
援事業、自治公民館報発行奨励事業を継続し、自治公民館活動の活性化を図ります。
� 【再掲３－（１）－①】
③　自治公民館における地域に根差した芸術文化活動を支援します。
④�　地域を取り巻く環境の変化に応じ、自治公民館の維持・活用への支援を充実します。
特に、自治公民館整備事業補助金については、より活用しやすく、地域の事情に合わせ
た運用ができるよう見直しを進めます。

　（３）社会教育・生涯学習関係職員の研修
①�　町民の学ぶ機会を創り、地域の課題を解決していくために、町立公民館職員をはじめ、
関係する人材の確保と研修を積極的に行います。
②�　事務局職員の専門性を高めるために、外部機関の研修会等に積極的に参加するととも
に、ＯＪTの実践を推進します。
③�　生涯学習の更なる充実を図るために、社会教育主事研修等に定期的に派遣します。
④�　町立公民館や自治公民館の館長や主事が一堂に集い、互いの活動の状況や課題の共有
を図り、切磋琢磨できる機会づくりを進めます。
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心豊かに生きるための生涯学習の充実主要施策15

現状と課題

　生涯にわたって学び続けることは、心豊かに生きるために大切なことです。本町におい
ても、昭和62年より生涯学習に取り組み、平成６年３月には「生涯教育・学習の町あさひ」
宣言が町議会で議決され、積極的に生涯学習を推進してきました。自らを磨き、地域社会
に参画する意欲を高めるような講座も多く開設されてきました。
　しかし、成人期の多くの住民は生活や仕事で忙しく、なかなか学びの場に参加できない
など、生涯学習に取り組む人は限定されているのが現状です。
　そんな中で、生涯学習の充実を図るために、幅広く町民の学ぶ機会を提供するとともに、
町民のニーズに合った、学ぶ機会づくりを進めて
いく必要があります。また、学習者に対する支援
体制を整備し、町全体で学びの気運を高め、全て
の年代の住民の豊かな学びを支えていくことが求
められています。
　さらに、町民の豊かな感性を養い、自己の発見
や研鑽、知育や自己実現に貢献してきた図書館の
機能や環境づくりを高めていく必要があります。

主な取組み

　（１）人生のステージにあった学びの場の創出
①�　生活課題や学ぶ機会に求める町民のテーマは、その年代や人生のステージごとに違っ
てきます。幼年期から高齢期まで、それぞれにあった学ぶ機会づくりを進めます。
②�　子育てに忙しい年代や、成人男性のニーズに応える学ぶ機会づくりを検討し、自ら学
ぼうとする意欲の喚起を図ります。

　（２）町民の声を生かした事業や講座の推進
①�　町民のニーズに応えるとともに、生活や地域の課題に対応した事業の企画を検討し、
実施を目指します。特に、町立公民館や関係機関と連携して、講座などを創り上げてい
けるような形態を推進します。
②�　多様な学びを提供できるように、町民一人ひとりの声を生かした講座や、講習会等の
企画を進めます。

　（３）図書館機能の充実
①�　利用者の期待と希望に沿う町立図書館を目指し、蔵書数を増やすとともに、機能や施
設の充実を図ります。また、利便性を図るために、貸出方法の検討を行うとともに、県
立図書館等との連携を強化します。
②�　図書館の独自性や施設の特長を生かし、地域資料の充実を図るとともに、多様な利用
機会の提供を図るなど、町民の期待に応えられる図書館を目指します。
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芸術文化活動の推進主要施策16

現状と課題

　本町のこれまでの芸術文化活動
については、朝日町芸術文化協議
会をはじめ、個々の団体やサーク
ルによる自主的な活動が行われて
きました。その発表の場について
も、町と一緒になって、創遊館や
地区公民館を活用して、町芸術文
化祭を開催したり、独自の発表の
場を創り上げたり、互いに研鑽し
合いながら活発に進められてきま
した。また、近年ではこれらの団
体から中学生が指導を受け、その
成果を町民に向けて発表する機会が生まれるなど、広がりを見せています。このことは、
町民が生涯にわたって芸術文化活動に取り組む、機運づくりや原動力になっていると思わ
れます。
　町唯一のホールがある創遊館においては、設備のよさを十分に生かし、町民の芸術文化
の高揚につながるようなコンサート等を実施しています。また、立木研修センターで活動
する、芸術家や作家と連携した事業も開催されてきました。
　しかし、活発な団体やサークル活動が行われているとはいえ、いずれにおいても、会員
数の減少や高齢化など、今後の運営に不安要素が見られる現状であることから、活動に対
する有効な支援のあり方を考える必要があります。また、創遊館事業についても、町民の
声を生かした事業の展開など、より魅力ある芸術文化の振興事業となるように工夫してい
くことが必要となっています。

主な取組み

　（１）芸術文化活動団体等への活動支援
①�　活動の主体である町民とともに考え、行動する体制を進めるなど、町民が活動に参加
できるきっかけをつくります。
②�　町民の自主活動を尊重しながらも、課題によっては町が一緒になって活動したりして、
課題解決を支援します。
③�　小さなサークル活動においても、町の機能を有効に活用することで、継続できる芸術
文化の推進団体になっていくように支援します。
④�　自らの芸術文化活動を広めようとする、団体やサークル、個人の活動を支援し、広く
町民の芸術文化への関心を喚起するよう努めます。
⑤�　自治公民館における地域に根差した芸術文化活動を支援します。【再掲14－（２）－③】
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　（２）町芸術文化祭等の開催
①�　町民の芸術文化活動にとって大切な成果発表や、互いの成果を確認し合い、切磋琢磨
する機会を提供するために、芸術文化祭を開催するなど、町芸術文化協議会等と共同の
事業を展開します。

　（３）創遊館ホール等の町有施設の有効活用
①�　特長ある創遊館ホールと舞台の機能を有効に活用し、出演者と聴衆の一体感のある事
業の企画や運営を目指します。
②�　創遊館のフォーラムや館内の機能を生かした展示、町民の身近な活動の成果発表の機
会づくりを進めます。
③�　町民の芸術文化活動発展のため、町立公民館等の施設や機能を有効に活用するための
仕組みづくりを進めます。
④�　立木研修センターについて、芸術家や作家による活用と合わせて、地域住民との関わ
りによる、地域活性化と町民の創作活動への関心を喚起します。
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郷土の宝を大切にする活動の推進主要施策17

現状と課題

　本町には、国指定名勝「大沼の
浮島」をはじめ、国指定重要文化
財「佐竹家住宅」等の由緒ある建
造物や郷土芸能・伝統行事など、
数多くの優れた文化が根づき息づ
いています。これらの、既存の文
化財や伝統文化等の保存・活用に
ついては、これまでも専門的な見
地からの意見を生かしてきまし
た。
　調査研究や郷土資料の収集につ
いても、町史編さん専門員を中心
にして、町史編集資料やパンフレットの発行、案内板の設置などを行ってきました。
　しかし、近年の過疎と高齢化の進展により、文化財の所有者や伝統文化等を継承する地
域は、保護や保存にも苦慮している状況にあります。そのような文化を守り、継承するた
めにも、行政による支援は不可欠なものとなっています。
　町の歴史や伝統文化を学び、継承していくことは、郷土愛を育むとともに、自信や誇り
を持つことにつながります。郷土の宝である、町の素晴らしい文化を守り、活用していく
ためにも継続した支援が求められています。

主な取組み

　（１）文化財等の保護と保存・活用
①�　文化財等の現状把握を進めながら、所有者や管理者（団体等）と今後のあるべき姿を
考え、町を含めた関係者の役割を明確にし、互いに課題を共有していく関係づくりを進
めます。
②�　文化財保護委員をはじめ、専門的な知識や力を生かしながら、より良い保存の方向性
の発見や、活用に向けた体制づくりを進めます。
③�　これまで町史編さん専門員を中心に収集・調査し、まとめてきた文化財等の資料につ
いて、町民にわかりやすく解説し、理解していただく機会を設け、保存・活用に向けた
機運づくりを進めます。
④�　国や県の事業をより有効に活用していくため、国指定名勝「大沼の浮島」や国指定重
要文化財「佐竹家住宅」、県指定文化財「旧三中分校」等の、保存整備や利活用につい
て検討する場を設け、方向性を探ります。
⑤�　指定文化財をはじめ、「ふるさと文化財」等の補助事業の見直しを進め、文化財等の
保存、そして活用を支援します。
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　（２）地域の貴重な資源である郷土の宝の保存・伝承
①�　地域における伝統文化の保存・伝承にあたっては、次世代に継承する住民活動を支援
していくための方策を検討し、推進します。特に、町指定の伝統文化財については恒常
的な支援策を進めます。
②�　町の生活文化の歴史を知るうえで重要な資源である民具等について、町民が親しみや
すく、わかりやすい展示となるように工夫します。
③�　エコミュージアムの研究成果を有効に活用し、生涯学習関係職員と地域コーディネー
ターが連携して、小・中学校への情報提供の在り方や、郷土の宝の意義などをわかりや
すく解説した資料等の整備を進めます。
④�　子ども自らが郷土の宝を大切に継承していき、ふるさとの自慢であり、誇りとして語
りついでいけるよう、小学校や中学校の生活科や総合的な学習の時間などの指導計画に
位置付け、学習プログラムとして活用しやすいように整備を進めます。
⑤�　町内の学校の歩みや特徴ある学校行事をはじめとする、地域に根差した文化に目を向
け、その歴史や資料を保存し、閲覧できる機会を提供します。
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団体活動への支援の充実主要施策18

現状と課題

　本町では、自治公民館や社会教育団体を中心に、町内を活動の拠点とする生涯学習の活
動団体に対して、様々な活動支援を行ってきました。そのことが、それぞれの団体の自主
的な活動を支えてきました。
　地域青少年ボランティアサークルの活動については、学校や関係機関との連携を図り、
継続的に活動しており、町を支える若いリーダー育成にもつながっています。また、新た
な団体の育成を目的として始まったＮｅｗアクション事業においては、継続した支援によ
り、独り立ちして活動する団体も出てきており、地域活性化や町づくりに積極的に関わろ
うとする人材確保につながっています。
　しかし、少子高齢化や住民の意識、生活様式の変化などもあり、体制の維持や運営の課
題が表面化してきています。
　生き生きとした地域づくりのためには、町民が自ら課題としてとらえたことを、解決し
ていくことは大切ですが、これらを支えていくための体制づくりや、有効な支援が求めら
れています。

主な取組み

　（１）生涯学習に取り組む団体等に対する活動支援
①�　これまでの町有施設の活用や資金等の支援に加え、課題を持って共に考え、実践しよ
うとする人たちと町が互いに協調・連携しながら、創り育てていく風土づくりを進めます。
②�　Ｎｅｗアクション事業活用団体や自治公民館の声に寄り添い、活動支援を継続してい
く中で、徐々に団体や活動の熟度を上げ、将来的に自立した運営を目指せるようにします。
③�　女性文化教室の運営委員会や子ども会など、これまでの社会教育活動から発展した団
体や活動について、現状の把握と課題の明確化を進め、持続可能となるための支援策を
検討し、推進します。
④�　新たに創られようとしている団体やサークルに対して、発展・継続できるように、町
立公民館事業の出前講座や共同開催を実施していくとともに、資金面における支援等を
進めます。

　（２）ボランティア団体等の育成支援
①�　ボランティア活動は、地域を担う人材育成だけでなく、人とのつながりや関わり方を、
実体験の中で学べる貴重な機会で、より多くの町民がボランティア活動に関わり、その
意義を理解できるような雰囲気づくりを進めます。
②�　子どものころから、ボランティア意識を育むために、地域青少年ボランティアサーク
ル「きらり（中学生）」や「ＪＯＫＥＲ（高校生）」の活動を積極的に支援します。
� 【再掲２－（４）－③】
③�　サークル同士のつながりづくり、その他の町民や児童生徒とのつながりづくりの機会
をつくります。
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心身の健康を育む生涯スポーツを推進する基本方針 ５

　スポーツは、人間の体を動かすという欲求に応えるとともに、爽快感、達成感、他者との
連帯感等の精神的充足や楽しさ、喜びを得ることができます。また、健康の保持増進、体力
の向上のみならず、人間形成に多大な影響を与えるなど、心身両面にわたる健全な発達に資
するものがあります。
　高齢化が進む現代、町民が生涯健康で過ごすためにも、ライフステージに応じて、スポー
ツ活動に取り組むことが大切になってきます。町民誰もが、多かれ少なかれ学生時代にはス
ポーツに取り組み、汗を流した経験があります。現在の状況を踏まえ、自分の興味・関心・
適性等に応じて、日常的にスポーツに親しめる環境を、関係機関と連携しながら確保するこ
とが大切になってきます。
　また、競技力向上についても、これまでと同様に取り組む必要があります。競技力向上を
担ってきたスポーツ少年団や運動部活動についても、団員・部員数の減少、指導者の高齢化
など様々な課題を抱えています。それぞれの団体について、地域全体で支える体制をつくり、
トップアスリートの育成につなげることが、本町のスポーツ界の活性化にもつながります。
　朝日町は、平成28年からミズノ株式会社とまちづくり事業で提携して、大手スポーツブラ
ンドが持つノウハウを生かして、地域活性化につなげようとする取組みを始めました。スポー
ツ用品メーカーと一緒になって、まちづくり事業を行うというこの取組みは、全国の自治体
では初めてであり、全国の自治体が注目しているところであります。

誰もが楽しめるスポーツの推進主要施策19

現状と課題

　生涯スポーツの推進のために設立された、総合型地域スポーツクラブ「朝日ふれあいス
ポーツクラブ」では様々な講座が開かれ、スポーツに縁遠かった町民も多く参加していま
す。また、各地区の公園にあるグラウンドゴルフ場の整備が進み、毎日のように、たくさ
んの方々のプレーする姿が見られるようになってきました。
　生涯にわたりスポーツを楽しむ人は徐々に増えているものの、家事や仕事が忙しく、な
かなか参加できない町民も多くいるのが現状です。実際、「朝日ふれあいスポーツクラブ」
に参加する方のほとんどは継続会員であり、新規会員は多くありません。新たな会員の確
保も含め、講座内容の見直しなども検討していく必要があります。
　また、町民の健康を保持するという観点から、これまで以上に、健康福祉課など関係機
関との連携を図りながら、生涯スポーツを推進することが求められています。
　誰もが、それぞれの年齢や体力に応じて、気軽に、元気に楽しく身体を動かし、スポー
ツを楽しむことのできる環境を整え、町民の健康の保持や増進につながるようにしていく
必要があります。
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主な取組み

　（１）生涯スポーツの推進
①�　誰もが気軽に楽しめるスポーツ・
健康づくりの入り口として、大きな
役割を果たしている、「朝日ふれあ
いスポーツクラブ」への支援を継続
して行います。
②�　多様化するスポーツ・レクリェー
ション活動や、誰でもが気軽に参加
できるイベント、教室等の充実に努
めます。
③�　町民のスポーツ・レクリェーショ
ン活動を促進するため、体育協会、
スポーツ推進員、スポーツ団体等と連携し、各世代に合った取組みの提案を行います。
④　スポーツ推進員の活動を通して、町民の生涯スポーツへの取組みを促進します。
⑤�　各競技団体による町民等を対象とした各種大会を支援し、生涯スポーツの充実を図る
とともに、町民同士の親睦を図ります。

　（２）生涯スポーツ推進のための環境整備
①�　年齢と体力に応じ、日常的に行うスポーツ・レクリェーション活動のための身近なス
ポーツ施設の整備に努め、有効活用を促進します。
②�　身近なスポーツ・レクリェーション活動の場として、学校体育施設等の利用促進に努
めます。
③�　雨天時にも、野外におけるスポーツの練習等が可能になるよう、雨天練習場の設置を
検討し、実施に向けて取り組みます。
④�　公園等でも、気軽に軽スポーツやレクリェーションを楽しむことができるように、情
報提供や体制づくりを進めます。

　（３）健康福祉課との連携による健康運動の普及
①�　健康福祉課との連携による、健康づくりのための運動や体操を普及し、町民の健康づ
くりを促進します。
②�　あさひまち健康マイレージポイントカードの活用により、気軽に身体を動かす習慣づ
くりのきっかけにしていきます。

　（４）ミズノとの連携による新たなスポーツの楽しみの紹介
①�　ミズノ株式会社との提携により、気軽に取り組める軽スポーツや、レクリェーション
を紹介する機会を設け、町民の体力づくり、健康づくりを促進します。
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競技力向上の取組みの推進主要施策20

現状と課題

　スポーツは、オリンピックに代表されるように実際にやるだけでなく、多くの人が観戦
し、見る人にも大きな感動や勇気を与えてくれます。
　本町においても、これまで剣道や柔道、スキーなど様々なスポーツにおいて、全国で活
躍し、地域住民に大きな感動を与えてくれました。その競技力の高さは、スポーツ少年団
から中学校や高等学校の部活動における熱心な指導と、地域全体として応援する体制が出
来ているからに他なりません。
　しかしながら、少子化が進み、スポーツ少年団や中学校の部活動の維持が困難になりつつ
あり、また、これまで競技力を支えてきた指導者は、徐々に高齢化しているという現状があります。
　2020年東京オリンピック開催で、スポーツへの注目が集まっている中で、本町として、
これからを担う選手を支えていくためにも、町全体として支援していく体制を整える必要
があります。

主な取組み

　（１）各競技団体、スポーツ少年団、朝日中学校部活動への支援
①�　町体育協会と連携し、スポーツ少年団や朝日中学校部活動などの競技団体に対しての
支援を継続します。
②�　朝日中学校部活動における、上部大会への派遣費用の負担を継続します。
③�　各種全国大会への出場選手に対する、激励金の支給等の支援を継続します。
④�　ジュニアマラソンクラブの活動への支援を継続します。

　（２）指導者の養成・確保
①�　専門家を招いて、関係団体の指導者の資質向上と、新たな指導者養成のための研修会
を実施し、競技力向上につなげます。
②�　スポーツ推進員の資質向上のために、町外の研修会へ積極的に派遣するととともに、
その成果を町民に提供できるような機会を設定します。

　（３）関係団体と連携しての各種大会の開催
①�　朝日町長杯剣道大会をはじめ、関係団体と連携して、県内及び全国からの参加者を募っ
た大会を開催し、競技力向上につなげます。

　（４）本物に触れる機会の創出
①�　関係団体と連携しての、県内プロスポーツ（モンテディオ山形、パスラボ山形ワイヴァ
ンズ等）応援ツアーを拡充します。
②�　県内プロスポーツチーム（モンテディオ山形、パスラボ山形ワイヴァンズ等）と連携
し、子どものスポーツ教室を開催します。
③�　ミズノ株式会社と連携して、一流スポーツ選手によるスポーツ教室、講演会等を実施します。
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スポーツを通した地域活性化活動の推進主要施策21

現状と課題

　老若男女を問わず、世代を超えた地域住民がスポーツに親しむことは、活力ある地域の
証です。本町では、スポーツフェスティバルやレクリェーション大会が地区ごとに開催さ
れ、スポーツを通しての世代を超えた交流が行われております。
　また、アップル町民駅伝においては、小学生から一般社会人までの幅広い層の選手が各
地区の代表として健脚を競います。練習から大会までの一連の活動が、地域の絆づくりに
もつながっています。
　スポーツを通しての体力保持、健康増進はもちろんのこと、様々な世代の地域住民が集
い、地域の未来について語り合い、このことをきっかけにして、地域住民一人ひとりが心
も体もリフレッシュし、世代を超えて新たなことへ挑戦していくような、活力ある地域を
目指せるように、支援していくことが必要になっています。

主な取組み

　（１）ミズノとの連携による合同スポーツイベント等の開催
①�　ミズノ株式会社と提携し、スポーツ健康イベントや各種スポーツ教室を開催し、スポー
ツに取り組むことの楽しさ、健康づくりに繋がることの意義などについて、理解が深ま
るよう啓発を進めます。

　（２）健康福祉課との連携による健康増進活動
①�　健康福祉課との連携により、公民館活動を通して、健康づくりのための運動や体操を
普及し、町民の健康づくりを促進します。【再掲19－（４）－①】

　（３）スポーツを通した地域の交流推進事業の展開
①�　アップル町民駅伝を継続して実施し、地区ごとの世代間交流を促進し、地域活性化に
つなげます。
②�　多くの町民に親しまれているグラウンドゴルフなどの大会を、公民館等で開催すると
ともに、関連団体での開催を支援し、気軽に取り組めるスポーツの普及と交流の促進を
図ります。
③�　各地区スポーツフェスティバルやレク
リェーション大会は、身近なところで健康・
体力づくりに取り組むことができる機会の
ひとつとなっており、継続して支援し、住
民の交流による地域の活性化を目指します。
④�　各競技団体による町民等を対象とした各
種大会を支援し、生涯スポーツの充実を図
るとともに、町民同士の親睦を図ります。
� 【再掲19－（１）－⑤】
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安心安全な教育環境づくりにつとめる基本方針 ６

　子どもも含め、すべての学習者が安心して
快適に学べるように教育環境を整備するこ
とは、教育行政に課せられた大きな使命で
す。本町においても、教育振興計画に沿って、
快適な教育環境づくりのために様々な取組
みを行ってきました。
　一方で、異常気象が原因で毎年のように発
生する自然災害や猛暑などへの対応も求め
られています。また、少子高齢化や教育格差
など、社会情勢の変化に起因する様々な分野
の問題への対応も、急務となっています。そのためにも、それぞれの問題の状況を把握し、
安全面などを考慮し、優先順位を決めて計画的に対応していくことが求められています。
　学校教育及び生涯学習において、学習者が安心して快適に学習できるように、学習者のニー
ズにあった学習環境を計画的に整備していく必要があります。

安心して学習できる教育環境の整備主要施策22

現状と課題

　学校及び社会教育施設等の耐震化への対応については、これまで計画的に進められてお
り、一部を除き完了しております。今後は未実施の施設について対応するとともに、それ
ぞれの施設について、長寿命化計画の策定が急務となっています。また、学習者が快適に
学習できる環境を意識しながら、計画的に修繕等を行い、施設の維持を図っていく必要が
あります。
　子どもたちの周囲にはたくさんの危険が潜んでおり、学校と行政が連携して対策を講じ
るとともに、保護者や地域の協力も得ながら、様々な取組みを行ってきました。さらに、
子どもたちの安全を確保するために、様々な事案を想定しての備えと、関係機関とのより
一層の連携強化が必要になってきます。
　近年、家計に占める教育費の割合が増え、保護者の負担の増加が話題になっています。
そのため、本町においては、これまで教育振興計画に沿って、保護者の負担軽減及び教育
機会の確保のための、様々な取組みを行ってきました。今後もこれらの取組みを充実させ、
意欲のある子どもたちを支援していくことが大切になってきます。
　不登校傾向や、特別な支援を要する児童生徒への対応についても、学習生活指導員を配
置し、各学校において支援体制を整えるなど対処してきました。今後も、学校全体で一人
ひとりの子どもに対して、きめ細やかな指導を継続して行っていくことが求められていま
す。
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主な取組み

　（１）子どもたちが安心して学べる教育環境の整備
①�　子どもたちが安全・安心な環境で学べるように、学校施設の劣化診断を実施し、状況
を考慮し、中長期修繕計画（仮）を立て、順次対応します。なお、緊急を要する修繕等
には適切に対処します。
②�　快適な学習環境の確保のために、冷房機器の設置を検討します。各学校の教室環境に
ついて調査し、優先順位をつけながら順次対応します。また、トイレの多機能化等につ
いても検討し、進めていきます。

　（２）子どもたちの安全を守る体制の充実
①�　学校、朝日町青少年育成町民会議、民生児童委員、警察等の関係機関と連携し、町全
体として子どもの安全を守る取組みを展開します。
②�　各学校において関係機関と連携して、「自分の身は自分で守る」という意識を持てる
子どもに育てるために、安全教育を推進し、様々な事案（火災、地震、洪水、土砂災害、
不審者等）を想定しての避難訓練を定期的に実施し、防災教育の充実を図ります。
③�　各学校の危機管理マニュアルを定期的に見直し、危機管理体制の充実を図ります。ま
た、メールシステム等を活用し
ながら、関係機関及び保護者と
の連絡体制を強化します。
④�　年度当初に交通安全教室を開
催するとともに、交通安全期間
には、教職員等による通学指導
を行います。
⑤�　子どもたちが安全に登下校で
きるように、交通量の多い横断
箇所には、交通安全指導員を配
置し、また、関係機関と連携し
ながら、定期的に通学路の安全
点検を実施するとともに、危険個所については速やかに対応します。
⑥�　子どもの登下校を守る地域見守り隊の活動など、地域における子どもの見守り活動を
強化し、子どもたちの安全と育ちを支えます。【再掲１－（３）－②】
⑦�　スクールバスは適正に管理するとともに、更新についても計画的に実施します。また、
運転手に対しては、安全教育、危機管理指導などを徹底します。
⑧�　スクールバス、スクールタクシーの利用基準について、距離や人数、学年などを考慮
し、明確に示します。

　（３）教育を受ける機会の確保
①�　要保護・準要保護児童生徒に対して、国の基準に準じて経済的な支援を継続します。
また、特別支援学級在籍児童生徒に対して、特別支援教育就学奨励費補助金を継続しま
す。
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②�　一人ひとりの子どもの特性に応じた教育の充実に向け、学習生活指導員を継続的に配
置します。
③�　不登校や別室登校の児童生徒に対し、学習生活指導員を継続して配置するとともに、
スクールカウンセラー・教育相談員の継続した配置など、県に要請します。
④�　朝日町奨学金制度を充実させ、高等教育を目指す子どもたちに対しての支援を継続し
ます。また、奨学金返還支援事業についても、積極的に周知し、活用を推進します。

　（４）保護者の負担軽減のための取組み
①　小学校の校外学習及び中学校の部活動などにおける、スクールバス利用を継続します。
②�　大谷地区の中学生が、登下校に利用する山交バスの運賃について、町の全額負担を継
続します。　　　
③　関係機関と連携して、特別支援学校へ通学する児童生徒への通学支援を継続します。
④　関係機関と連携して、高校生の登下校の足の確保のためのバスの運行を継続します。

　（５）生涯にわたって学習できる環境の充実
①�　創遊館の劣化診断を実施し、その状況を考慮し、中長期修繕計画（仮）を立て、順次
対応します。
②�　指定避難所にも指定されている他の町立公民館についても、町民に優しい施設づくり
を順次進めるとともに、緊急を要する修繕等には適切に対処します。
③�　町立公民館における、快適な学習環境を整えるために、学習者のニーズに合った視聴
覚機器等の充実を図ります。
④�　自治公民館整備事業補助金交付規定に基づき、自治公民館の維持・改修等に対して支
援を行います。【再掲３－（１）－②】
⑤�　利用者の期待と希望に沿う町立図書館を目指し、蔵書数を増やすとともに、機能や施
設の充実を図ります。また、利便性を図るために、貸出方法の検討を行うとともに、県
立図書館等との連携を強化します。【再掲15－（３）－①】
⑥�　立木研修センターについては、立地や環境などの特長を生かし、創作活動に限らない
様々な活用の提案や方策を検討し、実現に向けて取り組みます。

　（６）スポーツ環境の整備
①�　町内の屋外・屋内スポーツ施設
については、利用者が安全で快適
に使用できるよう、日頃から点検
を行います。緊急を要する修繕に
は適切に対処します。また、施設
の老朽化については、計画を立て
て長寿命化に取り組みます。
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信頼される学校・教育行政の推進主要施策23

現状と課題

　各学校では、信頼される学校を目指し、校長
を中心に子どもの実態や課題、地域の特性など
を生かした年間教育計画を立て、日々教育活動
に励んでいます。また、学校評価を行うととも
に、その結果を公表し、社会に開かれた学校づ
くりに取り組んでいます。今後、地域との協働
をより一層進めるためにも、学校からの積極的
な情報発信が求められています。
　また、信頼される学校を支える教職員の資質
向上についても、専門職としての能力を高めるために、町教育研究所や各学校の学校研究
を充実させていく必要があります。併せて、教職員のゆとりを増やす取組みについても、
検討していかなければなりません。
　本町では、平成27年度から新教育委員会制度に移行しており、教育委員会の機能強化の
ためにも、教育委員及び事務局職員の資質向上を目指して、研修の充実が大切になってき
ます。また、平成23年度から実施している教育委員会の事務事業点検・評価についても、
継続して実施し、業務の充実を図っていかなければなりません。

主な取組み

　（１）地域に信頼され、社会に開かれた学校・教育課程の推進
①�　学校だよりやホームページで、地域や保護者に対して情報提供を行うとともに、地域
住民が気軽に学校へ足を運べるようにします。
②�　地域コーディネーターを配置し、学校と地域、関係機関との連携強化を図り、情報を
発信します。【再掲１－（２）－②】
③�　地域や家庭との連携・協働により、社会に開かれた教育課程を実現する体制づくりを
推進します。

　（２）学校職員の資質向上とゆとり創造の推進
①�　町教育研究所の事業を、教職員の貴重な研修の機会ととらえ、より効果的な研修体制
となるように、組織改編を柔軟に行うとともに、今日的課題に応じて、資質向上につな
がる研修を実施します。【再掲13－（１）－①】
②�　教職員個々の資質・能力を活用しながら、協働による同僚性を高めることのできる
ＯＪTを推進します。【再掲13－（２）－②】
③�　各学校における、教職員のゆとり創造の取組みを推進するとともに、校務支援システ
ム等の導入についても検討し、多忙化解消に向けて取り組みます。
④�　学校閉庁日を積極的に設定し、教職員がゆとりをもって働くことができるようにしま
す。
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⑤�　中学校の部活動については、外部指導者を奨励するとともに、その支援を継続します。
また、教職員及び生徒の負担軽減となるように、休養日を設定するなど、適切な部活動
運営を推進します。

　（３）教育委員等の研修の充実
①�　外部団体の研修会への参加や、先進地視察を継続するとともに、定例会などを利用し
た独自研修を実施し、教育委員の研修機会を確保します。
②�　現状を把握するために、学校やPTA、町議会等関係団体との意見交換の場を積極的
に設定します。
③�　社会教育委員、公民館運営審議会委員、青少年育成推進員等の役割を再確認し、外部
の研修に積極的に派遣するなどして資質向上を図り、更なる社会教育・生涯学習の活性
化につなげます。

　（３）子どもや地域住民の学びを支える教育委員会機能の充実
①�　月１回の教育相談日の設定を継続するとともに、教育相談機関としての機能を強化し、
保護者が相談しやすい体制を整備します。
②�　事務局職員の専門性を高めるために、外部機関の研修会等に積極的に参加するととも
に、ＯＪTの実践を推進します。【再掲14－（３）－②】
③�　学校教育の充実のために、引き続き主幹兼指導主事を配置します。
④�　生涯学習の更なる充実を図るために、社会教育主事研修等に定期的に派遣します。
� 【再掲14－（３）－③】
⑤�　町民及び各団体からの声に耳を傾けるために、教育委員会事務局の相談機能を強化し、
実情に合った助言・支援等を行っていきます。
⑥�　近年減少傾向にある事務局職員体制について見直しを行い、町民のニーズに応えられ
る事務執行ができるよう充実を図ります。

　（４）学校経営及び教育行政の点検・評価
①�　町内全小・中学校に学校運営協議会を設置し、学校運営に地域住民が参画できるよう
にします。【再掲１－（１）－①】
②�　学校運営協議会において、学校の教育目標と経営方針を共有し、学校と地域住民が協
働しながら、子どもたちの成長を支えます。【再掲１－（１）－②】
③�　テーマを設けた熟議等を通して、学校をめぐる諸問題に対して、地域と共に解決を目
指す体制を構築します。【再掲１－（１）－③】
④�　学校評価を実施し、学校経営の継続的な改善を行うとともに、保護者・地域に結果を
公表し、その意見や要望を学校経営に反映させます。
⑤�　朝日町教育委員会事務事業の点検・評価を継続して実施し、議会への報告と町民への
公表を行い、教育委員会の取組みを広く周知します。併せて、その結果に基づき、効率
的に事業が実施できるように努めます。
⑥�　朝日町教育振興計画の達成状況については、毎年点検・評価を行い、本町の実施計画
に反映させます。2022年には社会情勢等を踏まえながら、中間見直しを実施します。なお、
急激な環境変化に対応するために、緊急性のあるものについては、適宜変更していきます。
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第２次朝日町教育振興計画の目標指数
主要
施策 目 　 標 　 指 　 標 現況値

（全国又は県）
目標

（2022年）
目標

（2027年）

基本方針1　　家庭・地域・学校が協働し、きらりとひかる学校・地域づくりを推進する
１　朝日町コミュニティ・スクールの推進

（1）授業や課外活動で地域のことを調べたり、地域の人と関わったりする機会がある児童生徒の割合
小学校 91.3%（73.0%） 95.0% 100.0%
中学校 80.3%（57.6%） 90.0% 100.0%

（2）地域や社会をよくするために何をすべきかを考えたことがある児童生徒の割合
小学校 39.1%（44.0%） 50.0% 60.0%
中学校 76.8%（38.0%） 80.0% 85.0%

（3）朝日町コミュニティ・スクールに参画した地域団体の数 0 12団体 15団体

２　ふるさと朝日町への愛情を育む教育の推進

（1）地域や社会の出来事に関心のある児童生徒の割合
小学校 76.1%（67.4%） 80.0% 85.0%
中学校 85.7%（66.0%） 90.0% 90.0%

（2）今住んでいる地域の行事に参加している児童生徒の割合
小学校 91.3%（82.7%） 95.0% 95.0%
中学校 85.7%（57.9%） 90.0% 90.0%

（3）地域社会などでボランティア活動に参加したことがある児童生徒の割合
小学校 65.3%（64.8%） 70.0% 75.0%
中学校 84.0%（77.8%） 90.0% 90.0%

３　地域の教育力を高める取組みの推進
（1）町民の声を生かした事業（共催事業など）の実施数 ９事業 15事業 20事業
（2）地域青少年ボランティアサークルの会員数 22人 25人 25人

４　保小中連携・一貫の推進と交流促進
（1）他校種の研究授業等を参観した教職員の割合 76.9% 100.0% 100.0%
（2）小小連携による学校行事等での合同学習の実施学年数 ２ ６ ６

５　継続した特別支援教育の充実と推進
（1）障がいのある児童・生徒に対する個別の指導計画の作成率 100.0% 100.0% 100.0%
（2）特別支援教育に係る研修に参加した教職員の割合 100.0% 100.0% 100.0%

６　家庭教育の充実

（1）朝食を毎日食べている児童生徒の割合
小学校 93.5%（96.5%） 100.0% 100.0%
中学校 98.2%（95.7%） 100.0% 100.0%

（2）毎日同じくらいの時刻に寝ている・起きている児童生徒の割合
小学校 80.5%（86.2%） 87.0% 90.0%
中学校 84.0%（84.9%） 87.0% 90.0%

基本方針２　「いのち」を尊重し、豊かな心とたくましい体を育む
7　「いのちの教育」の推進

（1）自分には良いところがあると思う児童生徒の割合
小学校 84.8%（80.1%） 87.0% 90.0%
中学校 80.3%（74.9%） 85.0% 90.0%

（2）人の役に立つ人間になりたいと思う児童生徒の割合
小学校 93.5%（92.6%） 95.0% 97.0%
中学校 94.7%（93.7%） 95.0% 97.0%

（3）人が困っているときは、進んで助ける児童生徒の割合
小学校 89.2%（86.4%） 93.0% 97.0%
中学校 94.7%（87.2%） 97.0% 97.0%

（4）学校の決まりを守っている児童生徒の割合
小学校 100.0%（94.4%） 100.0% 100.0%
中学校 94.7%（95.2%） 97.0% 100.0%

8　豊かな心を育む教育の推進

（1）読書が好きな児童生徒の割合
小学校 82.6%（78.5%） 85.0% 85.0%
中学校 73.2%（71.0%） 75.0% 80.0%

（2）１日30分以上読書する児童生徒の割合
小学校 34.8%（37.7%） 40.0% 45.0%
中学校 37.6%（30.0%） 40.0% 45.0%
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主要
施策 目 　 標 　 指 　 標 現況値

（全国又は県）
目標

（2022年）
目標

（2027年）

9　たくましい体を育む取組みの推進

（1）難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦する児童生徒の割合
小学校 82.6%（79.7%） 87.0% 90.0%
中学校 83.9%（74.6%） 87.0% 90.0%

（2）学校給食の地産地消（県産品）の割合
小学校 49.1% 50.0% 53.0%
中学校 13.3% 14.0% 15.0%

基本方針３　社会の変化に対応し、未来を拓く確かな力を育成する
10　これからの社会を生き抜くための確かな学力の育成

（1）家庭学習を１日１時間以上行う児童（小学校）及び２時間以上行う生徒（中学校）の割合
小学校 73.9%（72.9%） 75.0% 75.0%
中学校 48.2%（35.4%） 50.0% 50.0%

（2）国語、算数・数学の内容がよくわかる児童生徒の割合
小学校 73.9%（81.4%） 82.0% 85.0%
中学校 83.0%（72.2%） 85.0% 85.0%

（3）総合的な学習の時間で、課題を立て、情報を集め整理し、調べたことを発表するなどに取り組んでいる児童生徒の割合
小学校 69.6%（73.3%） 75.0% 80.0%
中学校 78.5%（65.8%） 80.0% 85.0%

（4）授業（算数・数学）で学んだことを他の学習や普段の生活で生かそうとしている児童生徒の割合
小学校 45.7%（69.9%） 70.0% 75.0%
中学校 62.5%（45.9%） 70.0% 75.0%

11　グローバル化・情報化に対応した教育の充実

（1）外国の人と友達になったり、外国のことをもっと知りたいと思う児童生徒の割合
小学校 76.0%（70.4%） 80.0% 85.0%
中学校 80.3%（64.3%） 85.0% 90.0%

（2）ＩＣT機器を活用した国語、算数等の授業を行っている教職員数 47.7% 80.0% 90.0%

12　キャリア教育の推進

（1）将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合
小学校 89.1%（87.2%） 92.0% 95.0%
中学校 92.9%（72.7%） 95.0% 95.0%

13　教職員研修の充実
（1）外部（町外）での研修に参加した教職員の割合 82.7% 90.0% 100.0%
（2）他校種の研究授業等を参観した教職員の割合【再掲】 76.9% 100.0% 100.0%

基本方針４　潤いのある生活を楽しむ生涯学習を推進する
14　公民館（地区・自治）活動の一層の充実
（1）町立公民館等の住民一人当たりの利用機会 7.3回 7.9回 8.5回

15　心豊かに生きるための生涯学習の充実
（1）子育てに忙しい世代、成人男性対象の事業の実施数 １事業 ３事業 ５事業
（2）町民の声を生かした事業（共催事業など）の実施数【再掲】 ９事業 15事業 20事業
（3）町立図書館の町民一人当たりの貸出冊数 2.4冊 3.0冊 3.5冊

16　芸術文化活動の推進
（1）芸術文化活動団体等の活動成果の発表回数 ３回 7回 10回
（2）創遊館ギャラリー等での作品展示回数 ６回 10回 15回

17　郷土の宝を大切にする活動の推進
（1）小中学生が文化財について現地で学んだ回数 14回 25回 30回
（2）町史編集資料の発刊 34集まで発刊 36集まで発刊 39集まで発刊

18　団体活動への支援の充実
（1）Newアクション事業などきっかけに新たに生涯学習に取り組む団体数 ４団体 ６団体 ８団体
（2）地域青少年ボランティアサークルの会員数【再掲】 22人 25人 25人

主要施策と主な取組み 第 ４ 章
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主要
施策 目 　 標 　 指 　 標 現況値

（全国又は県）
目標

（2022年）
目標

（2027年）

基本方針５　心身の健康を育む生涯スポーツを推進する
19　誰もが楽しめるスポーツの推進
（1）定期的な運動習慣がある人の割合 28.0% 30.0% 40.0%
（2）朝日ふれあいスポーツクラブ会員数 91名 95名 100名

20　競技力向上の取組みの推進
（1）各種全国大会出場者の人数 21名 25名 25名
（2）スポーツ少年団加入率（小学4年生以上中学生まで） 33.3%（10.4%） 33.3% 33.3%
（3）スポーツ少年団指導者のうち認定員等の有資格者の割合 84.6%（73.5%） 90.0% 100.0%

21　スポーツを通した地域活性化活動の推進
（1）アップル町民駅伝参加チーム数 10 10 10
（2）ミズノ株式会社との連携事業の回数 ７ 15 ―

基本方針６　安心安全な教育環境づくりにつとめる
22　安心して学習できる教育環境の整備

（1）学校に行くのが楽しい児童生徒の割合
小学校 91.1%（86.3%） 95.0% 97.0%
中学校 94.7%（82.4%） 97.0% 97.0%

（2）学校管理下における事故災害等で負傷しなかった児童生徒の割合 97.1% 100.0% 100.0%

23　信頼される学校・教育行政の推進
（1）学校の教育方針等をわかりやすく伝えていると感じる保護者の割合 91.2% 95.0% 98.0%
（2）保護者や地域の願いを学校経営に反映させていると感じる保護者の割合 84.5% 90.0% 95.0%

（3）学校だよりや授業参観を行い積極的に学校の様子を知らせていると感じる保護者の割合 93.8% 95.0% 98.0%

主要施策と主な取組み第 ４ 章
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１　�第２次朝日町教育振興計画
策定委員会名簿

２　�第２次朝日町教育振興計画
の策定経過

３　�朝日町教育振興計画策定委
員会設置要綱

資　料

55



役 職 名 委員氏名 備　　考

委員長 中　井　義　時 山形大学大学院教育実践研究科�准教授

委員長職務代理 長　岡　信　悦 町史編さん専門員、ＮPＯ法人エコ
ミュージアム協会理事長、元小学校長

委　員 佐　竹　伸　一 大江町立本郷東小学校長（常盤）

委　員 堀　　　俊　一 西川町立西川中学校長（真中）

委　員 成　原　千　枝 社会教育活動実践家

委　員 鈴　木　良　子 前教育委員

委　員 鈴　木　　　聡 保護者代表、スポーツ少年団指導者

委　員 西　澤　亜希子 保護者代表、読書活動推進員

1　第２次朝日町教育振興計画策定委員会名簿
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２　第２次朝日町教育振興計画の策定経過

年　月　日 会議名等 内　　　容

平成29年１月25日 朝日町教育委員会１月定例会 策定方針等の説明

平成29年１月27日 第１回教育振興計画策定委員会

策定委員の委嘱
委員長、職務代理者の選任
策定方針等の説明
前振興計画の検証結果の説明

平成29年２月22日 朝日町総合教育会議 進捗状況の説明

平成29年２月24日 第２回教育振興計画策定委員会 課題に対する意見集約

平成29年５月23日 第３回教育振興計画策定委員会 骨子案（第１章～第３章）について

平成29年５月24日 朝日町校長会議 骨子案及び進捗状況の説明

平成29年６月６日 朝日町議会総務文教常任委員会 骨子案及び進捗状況の説明

平成29年６月６日 朝日町議会議員全員協議会 骨子案及び進捗状況の説明

平成29年６月29日 第４回教育振興計画策定委員会 骨子案（第１章～第３章）について

平成29年７月18日 第５回教育振興計画策定委員会 第４章基本方針１について

平成29年８月23日 第６回教育振興計画策定委員会 第４章基本方針２・３について

平成29年９月７日 朝日町議会総務文教常任委員会 進捗状況の説明

平成29年９月８日 朝日町議会議員全員協議会 進捗状況の説明

平成29年９月25日 第７回教育振興計画策定委員会 第４章基本方針４・５・６について

平成29年10月12日 第８回教育振興計画策定委員会 第４章全体の修正状況について

平成29年11月１日 朝日町校長会議 進捗状況の説明

平成29年12月28日
～平成30年１月17日

パブリックコメント
（HP等で振興計画案を公開） 広く町民から意見を募集

平成30年２月８日 第９回教育振興計画策定委員会
目標指標について
全体の修正状況について
教育委員会に計画を答申

平成30年２月15日 朝日町教育委員会２月定例会 第２次教育振興計画について

平成30年２月23日 朝日町校長会議 第２次教育振興計画について

平成30年２月28日 朝日町議会議員全員協議会 第２次教育振興計画について
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３　朝日町教育振興計画策定委員会設置要綱

朝日町教育振興計画策定委員会設置要綱
　（趣旨）
第�１条　この要綱は、朝日町教育振興計画策定を行う朝日町教育振興計画策定委員会の設置、組織及び
運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
　（設置）
第�２条　教育委員会の諮問に応じ、朝日町教育振興計画の策定を行い本町の教育を円滑に推進するため、
朝日町教育振興計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
　（所掌事務）
第３条　委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
　（１）朝日町教育振興計画策定に関すること。
　（２）その他計画の策定に関し必要なこと。
　（組織）
第４条　委員会は、委員８人以内で組織する。
２　委員は教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
　（委員長）
第５条　委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
２　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３�　委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長はあらかじめその指名する委員が、その職務を代
理する。
　（委員）
第６条　委員の任期は、委嘱の日から朝日町教育振興計画の策定が完了するまでとする。
　（会議）
第７条　委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
２　委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
３　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
　（意見の聴取等）
第�８条　委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を聴き又は資料の提
出を求めることができる。
　（庶務）
第９条　委員会の庶務は、教育委員会教育文化課で処理する。
　（補則）
第10条　この要綱を定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

　　　附　則　　この要綱は、平成22年８月10日から施行する。
　　　附　則　　この要綱は、平成29年１月10日から施行する。
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